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明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

　
　
　
　
　
　
ー
手
塚
教
授
稿
『
明
治
前
期
の
養
子
反
封
論
』
の
補
逡
と
し
て
ー
ー

向

井

健

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
》

　
さ
き
に
、
手
塚
螢
教
授
に
よ
り
甕
表
さ
れ
た
「
明
治
前
期
の
養
子
反
封
論
」

は
、
昨
年
度
に
お
け
る
法
制
史
學
界
の
主
要
な
勢
作
の
一
つ
と
し
て
、
學
界
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

嚢
の
考
罐
肇
反
封
論
に
關
す
る
「
蓉
的
蝿
隻
」
馨

青
山
道
失
教
授
の
「
我
國
に
於
け
る
養
子
反
封
論
に
つ
い
て
」
に
つ
づ
く
も
の

で
あ
る
が
、
と
く
に
明
治
前
期
i
明
治
民
法
施
行
以
前
1
に
お
け
る
養
子

制
度
否
認
論
を
探
り
あ
げ
、
丹
念
な
探
索
の
成
果
で
あ
る
貴
重
な
資
料
を
紹
介

し
、
あ
わ
せ
て
青
山
教
授
の
加
え
ら
れ
た
考
謹
に
封
し
て
補
証
糖
試
み
ら
れ
た

の
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
授
は
先
ず
明
治
六
年
一
月
十
六
日
、
司
法
卿
・

江藤

新
挙
、
司
法
大
輔
・
編
岡
孝
弟
よ
り
正
院
に
提
出
し
た
と
推
定
さ
れ
る

「
餐
子
養
女
禁
止
之
儀
」
に
つ
い
て
の
伺
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
封
す
る
指
令
を
掲

げ
た
後
、
次
の
諸
資
料
を
列
黎
さ
れ
る
。

　
0
コ
果
京
日
日
新
聞
」
「
朝
野
新
聞
」
「
郵
便
報
知
新
聞
」
の
三
新
聞
に
お
け

　
　
　
　
朋
治
前
期
に
お
け
る
菱
子
験

　
る
餐
子
論
宰
（
明
治
九
年
）

⇔
東
京
大
學
學
生
の
養
子
反
封
論
　
　
「
講
學
籐
談
」
第
三
號
（
明
治
＋
年
）

㊧
　
榎
本
義
路
の
養
子
反
封
論
　
　
「
法
律
志
叢
」
第
三
十
六
號
・
第
三
十
八

　
號
（
明
治
十
四
年
）

㈲
　
山
田
喜
之
助
の
養
子
反
封
論
　
　
「
明
法
志
林
」
第
八
十
三
號
（
明
治
十

　
　
七
年
）

　
㊤
　
岸
本
辰
雄
の
養
子
反
封
論
　
　
「
明
法
難
誌
」
第
四
號
（
明
治
十
八
年
）

㈹
　
重
野
安
繹
の
餐
子
反
封
論
　
　
「
東
京
學
士
會
院
雑
誌
」
第
八
編
之
四

　
　
（
明
治
＋
九
年
）

　
㊨
　
三
好
退
藏
の
養
子
反
封
論
　
　
「
太
陽
」
第
三
巻
十
三
魏
（
明
治
三
＋
年
）

　
こ
う
し
て
最
後
に
、
青
山
教
授
が
紹
介
さ
れ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
Ω
9
富
お

輿
閃
o
冨
器
轟
留
）
の
所
論
に
つ
い
て
綿
密
な
槍
討
を
加
え
、
青
山
教
授
の
見

解
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
た
の
、
で
あ
る
。

　
こ
の
論
考
が
公
け
に
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
近
代
日
本
に
お
け
る
養
子
制
度

　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
う

論
の
研
究
が
一
暦
の
ふ
か
み
を
加
え
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
本
稿
は
、
手
塚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
　
（
五
九
三
）



朔
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

教
授
の
先
行
業
績
に
追
躍
し
て
、
筆
者
の
蒐
集
し
た
明
治
前
期
の
養
子
論
ー

ひ
ろ
く
養
成
・
反
射
爾
論
を
ふ
く
め
て
f
の
若
干
を
ま
と
め
て
み
た
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
前
掲
「
明
治
前
期
の
餐
子
反
封
論
」
の
い
わ
ば
績
論
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
致
授
の
論
究
の
一
端
を
さ
ら
に
敷
衛
す
る
こ
と
が
で

き
る
な
ら
ば
、
筆
者
と
し
て
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

（
ユ
）
　
手
塚
登
「
明
治
前
期
の
養
子
反
封
論
」
本
誌
第
二
八
巻
四
號
四
九
頁

　
以
下
。

　
　
な
お
、
以
下
の
引
用
に
お
い
て
は
、
「
手
塚
論
丈
」
と
略
総
す
る
。

（
2
）
　
た
と
え
ぱ
、
「
法
學
一
九
五
五
年
度
の
勢
作
」
法
律
時
報
第
二
七
巻

　
＝
一
號
三
七
頁
参
照
。

（
3
）
　
手
塚
論
丈
・
四
九
頁
。

（
4
）
　
青
出
営
夫
「
我
國
に
於
け
る
養
子
反
鋤
論
に
つ
い
て
」
家
族
・
二
〇

　
七
頁
以
下
（
昭
和
一
七
年
）
、
日
本
家
族
制
度
の
研
究
・
一
三
三
頁
以
下

　
（
昭
和
二
二
年
）
。
な
お
、
こ
の
論
丈
は
、
同
氏
が
昭
和
十
三
年
に
嚢
表
し

・
た
「
我
國
に
於
け
る
養
子
制
度
否
認
論
」
（
「
法
學
志
林
」
第
四
〇
巻
一
號

　
五
六
頁
以
下
）
を
加
筆
・
訂
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
こ
の
前
年
の
明
治
五
年
十
一
月
二
十
三
日
、
江
藤
・
編
岡
の
連
名
で

　
正
院
に
差
し
だ
し
た
「
自
今
妾
ノ
名
義
ヲ
慶
シ
一
家
ハ
一
夫
一
婦
ト
定
」

　
め
る
伺
に
封
し
て
、
正
院
が
拒
縄
指
令
を
登
し
た
の
は
、
「
養
子
養
女
禁
止

　
之
儀
」
の
伺
1
こ
れ
が
、
お
そ
ら
く
司
法
省
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
ろ
う
、
と
さ
れ
る
手
塚
教
授
の
推
定
に
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
蝕
地
は
な

　
い
ー
を
提
出
し
た
前
日
、
六
年
一
月
十
竃
日
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
　
駁
妾
建
白
の
不
探
用
に
も
屈
せ
ず
、
す
ぐ
ま
た
養
子
禁
止
の
提
案
を
し

　
牝
一
事
か
ら
も
、
當
時
の
江
藤
を
先
頭
と
す
る
司
法
省
部
内
の
、
い
か
に

五
六

（
玉
九
四
）

革
新
の
意
氣
に
も
え
て
い
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
o

　
因
み
に
、
そ
の
こ
ろ
司
法
省
に
お
い
て
は
、
江
藤
の
主
催
す
る
民
法
倉

議
が
開
か
れ
て
い
た
（
拙
稿
「
熊
谷
開
作
著
『
日
本
近
代
法
の
成
立
』
」
本

誌
第
二
八
巻
九
號
七
二
ー
七
三
頁
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
＝

　
「
講
學
飴
談
」
誌
上
に
、
異
色
あ
る
養
子
法
試
案
が
公
表
さ
楚
翌
月
の
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

治
十
年
八
月
、
時
脅
吐
よ
り
「
法
律
雄
誌
」
が
創
刊
さ
れ
た
。
こ
の
難
誌
は
、

十
一
年
・
十
二
年
・
十
六
年
の
三
同
に
わ
た
り
、
養
子
に
關
す
る
論
説
・
問
答

を
掲
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
先
ず
、
十
一
年
、
同
誌
の
第
二
十
號
・
第
二
十
四
號
・
第
二
十
五
號
に
は
、

「
養
子
ヲ
離
縁
ス
ル
晶
其
養
子
ノ
子
ハ
如
何
」
と
い
う
問
答
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
第
二
十
號
に
は
次
の
よ
う
な
質
問
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
信
濃
多
賀
谷
経
就

　
　
愛
昌
戸
主
甲
ア
リ
乙
ヲ
養
子
ト
ナ
シ
尋
テ
丙
ヲ
癸
リ
一
子
丁
ヲ
生
メ
リ
然

　
レ
ト
モ
情
相
和
セ
ス
相
績
前
乙
丙
ヲ
併
セ
テ
離
縁
ス
ル
昌
際
シ
甲
ハ
丁
ヲ
乙

　
丙
二
附
シ
更
二
他
ノ
子
女
ヲ
養
ハ
ソ
ト
謂
ヒ
乙
丙
ハ
丁
ヲ
止
メ
テ
相
綴
セ
シ

　
ム
ヘ
シ
ト
謂
ヒ
一
雫
論
ヲ
生
セ
リ
…
…
了
ハ
敦
レ
昌
附
ス
ル
ヲ
適
當
ト
ス
ヘ

　
キ
ヤ
如
何

　
　
若
シ
前
論
昌
反
シ
乙
丙
ハ
丁
ヲ
携
ヘ
テ
去
ラ
ソ
ト
謂
ヒ
甲
ハ
丁
ヲ
止
メ
テ

　
相
績
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
雫
フ
カ
如
キ
モ
其
之
レ
ヲ
附
ス
ル
昌
於
テ
前
論
昌
異

　
ナ
ル
コ
ト
ナ
キ
ヤ
如
何

　
こ
の
出
題
に
封
し
て
、
河
津
農
軒
（
在
東
京
）
な
る
人
よ
り
解
答
が
よ
せ
ら

れ
、
そ
れ
が
第
二
十
四
號
・
第
二
十
狂
號
の
こ
回
に
掲
蔵
ぎ
れ
て
い
る
わ
け
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
む
り

あ
る
が
、
餐
子
の
子
の
庭
置
に
關
す
る
岡
答
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
が
こ
の

稿
で
、
餐
子
法
の
目
的
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
融
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
彼
は
先
ず
、
「
籍
昌
按
ス
ル
昌
養
子
濫
ノ
目
的
ニ
ア
リ
」
と
し
、
「
目
的
ノ
第

一
」
は
、
「
年
令
已
昌
強
仕
ヲ
過
キ
將
昌
知
命
二
至
ラ
ソ
ト
ス
」
る
人
で
「
未
タ

嗣
子
ヲ
學
ケ
ス
將
タ
敏
子
ア
リ
シ
ト
錐
モ
皆
不
幸
昌
シ
テ
天
折
シ
叉
其
一
ヲ
餓

サ
」
ぬ
者
に
あ
つ
て
は
、
「
身
騰
衰
へ
精
瀞
枯
レ
復
タ
生
業
ヲ
管
ム
昌
堪
ヘ
ス
貧

ヲ
訴
へ
急
ヲ
告
ル
」
場
合
に
も
「
之
ヲ
雌
ム
ノ
親
ナ
ク
之
ヲ
顧
ル
ノ
入
ナ
ク
假

令
干
貨
寓
賓
積
ソ
テ
山
ヲ
爲
ス
ト
盤
モ
之
ヲ
傳
フ
可
キ
ノ
子
孫
ナ
ケ
レ
ハ
」
い

た
ず
ら
に
他
人
の
所
有
に
露
す
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
は
「
寧
ロ
貨
費

ヲ
捨
テ
室
家
好
合
九
族
和
樂
ノ
快
ヲ
買
フ
ニ
如
カ
ス
且
ッ
其
身
一
旦
黄
泉
二
麟

セ
ハ
其
家
爲
メ
ニ
漸
絶
シ
千
世
ノ
後
之
レ
カ
祭
祀
ヲ
奉
ス
ル
渚
ナ
カ
ラ
ソ
是
レ

堂
人
ノ
欲
ス
ル
所
ナ
ラ
ソ
ヤ
」
「
故
二
法
律
昌
於
テ
他
人
ヲ
養
フ
テ
己
レ
カ
子

ト
ナ
ス
ロ
ト
ヲ
許
シ
以
テ
共
後
ヲ
嗣
キ
其
祭
興
ヲ
撃
行
セ
シ
メ
」
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
次
に
、
「
世
間
ノ
情
態
」
を
み
る
と
、
「
子
ヲ
學
ル
ノ
歎
富
人
昌
寡

フ
シ
テ
貧
着
昌
多
」
い
傾
向
が
あ
る
。
「
果
テ
然
ラ
サ
ル
可
シ
ト
ス
ル
モ
亦
均

一
」
で
あ
ろ
う
。
「
中
塵
ノ
者
猶
往
々
多
子
昌
苦
ム
況
ヤ
身
生
計
二
窮
ス
ル
者
晶

於
テ
オ
ヤ
何
ノ
蝕
資
ア
リ
テ
其
子
昌
衣
食
シ
且
ッ
数
育
ス
ル
ヲ
得
ソ
是
昌
於
テ

ヤ
堕
胎
棄
見
等
ノ
弊
」
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
こ
の
悪
弊
を
と
り
さ
り
、
「
以
テ

貧
者
ノ
子
富
者
之
ヲ
養
フ
テ
英
後
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
ソ
」
と
す
る
の
が
、

第
二
の
目
的
で
あ
る
。

　
わ
が
國
の
現
状
を
観
察
す
る
と
、
「
饗
父
養
子
ト
ナ
ル
昌
別
昌
規
則
ア
ラ
サ

ル
ヲ
以
テ
（
管
轄
隠
二
出
願
ス
ル
等
ノ
外
）
或
ハ
四
五
十
年
昌
至
ラ
ス
シ
テ
他

人
ヲ
養
ヒ
或
ハ
丁
年
ナ
ラ
ス
シ
テ
人
ノ
養
子
ト
ナ
ル
コ
ト
」
が
で
き
る
が
、
そ

れ
は
畢
寛
「
上
文
述
ル
庚
ノ
目
的
昌
外
ナ
ラ
」
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
一
家
ノ
減
絶

　
　
　
　
明
治
前
期
に
お
分
る
養
子
論

ヲ
憂
ヒ
養
子
ヲ
爲
ス
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
其
養
子
タ
ル
者
養
家
ノ
繕
綾
ヲ
謀

ラ
」
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

彼
は
以
上
の
よ
う
に
読
い
た
後
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
養
子
法
の
解
読
に
ま
で

お
よ
ぶ
の
で
あ
る
が
、
養
子
制
度
を
素
直
に
是
認
し
、
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
も

抱
い
て
い
な
い
の
は
、
當
時
の
一
世
論
を
代
衷
す
る
見
解
で
あ
ろ
う
。

「
法
律
難
誌
」
に
憾
、
そ
の
後
も
、
刑
法
お
よ
び
昆
法
の
分
野
に
關
し
て
有
釜

な
論
考
が
す
く
な
し
と
し
な
い
が
、
前
記
の
養
子
問
答
が
あ
つ
て
か
ら
一
年
籐

り
を
讐
士
一
年
育
、
同
磁
七
士
鏡
綾
置
（
費
京
）
婁
書
論

文
「
養
子
説
」
を
雀
頭
に
揚
げ
た
。

　
は
じ
め
に
、
「
養
子
ト
ハ
何
ソ
ヤ
」
に
つ
い
て
二
・
三
の
定
義
を
あ
げ
た
後
、

「
今
日
本
二
行
ハ
ル
・
所
ノ
養
子
ノ
制
二
就
テ
」
み
る
と
き
、
「
他
人
ノ
間
二
父

子
ヲ
想
像
シ
テ
眞
父
子
ノ
間
昌
於
ル
天
成
ノ
権
利
義
務
ヲ
互
昌
行
ハ
シ
ム
ル
ヲ

冒
ト
ス
ル
民
事
上
ノ
契
約
ヲ
云
」
と
す
る
義
解
が
、
「
先
ツ
允
當
ヲ
得
タ
ル
モ

ノ
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
嚢
子
ナ
ル
者
」
は
、
「
固
ト
天
理
ノ
止
ム
ヲ
得
サ
ル

昌
出
テ
・
而
モ
慣
習
ノ
久
シ
キ
昌
成
ル
者
ナ
リ
」
と
説
き
、
「
不
幸
昌
シ
テ
：
．
．
．
．

一
子
ヲ
設
ク
」
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
り
、
あ
る
い
は
「
一
子
ヲ
撃
ヶ
タ
ル

モ
不
慮
ノ
災
厄
」
に
よ
つ
て
「
之
ヲ
鬼
籍
二
上
ラ
シ
メ
タ
ル
」
こ
と
は
、
「
入
間

不
幸
中
ノ
不
幸
」
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
、
「
他
人
ノ
子
ヲ
養
ヒ
以

テ
嗣
子
」
と
す
る
の
は
「
人
間
幸
中
ノ
幸
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て

こ
そ
、
「
天
慶
ヲ
全
フ
」
し
た
者
と
い
う
べ
き
で
、
「
天
理
ノ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
昌

出
ル
モ
ノ
也
」
と
い
う
「
所
以
ナ
リ
」
と
す
る
。
次
に
、
外
國
の
例
を
引
い
て

「
養
子
法
ハ
慣
習
ノ
爾
シ
キ
昌
成
ル
」
謹
明
と
し
た
後
、

　
　
斯
ク
已
二
養
子
法
ノ
性
質
ヲ
論
定
シ
叉
其
慣
脅
二
成
ル
コ
ト
ヲ
引
謹
ス
因

　
テ
愛
二
其
利
害
ヲ
論
究
セ
ソ
ト
ス
蓋
シ
其
利
害
タ
ル
各
國
慣
習
ノ
異
ル
ヲ
以
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
七
　
　
（
五
物
五
）



　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

テ
從
乞
之
ヲ
論
ス
ル
昌
亦
自
ラ
異
殊
ナ
キ
ヲ
得
ス
故
二
垂
ク
賞
際
ノ
利
害
ヲ

暴
ケ
テ
之
ヲ
論
究
ス
ル
一
一
由
シ
無
シ
ト
錐
ト
モ
其
利
釜
ノ
顯
著
ナ
ル
モ
ノ
、

如
キ
ハ
前
已
昌
論
究
セ
ル
ヲ
以
テ
亦
之
ヲ
復
ヒ
セ
ス
…
…
其
弊
害
ノ
顯
著
ナ

　
ル
或
ハ
妻
帯
ヲ
嫌
忌
シ
爲
メ
ニ
婚
姻
上
晶
影
響
ヲ
及
ホ
ス
コ
ト
ア
リ
是
レ
恐

　
ク
ハ
厭
洲
諸
國
ニ
ノ
ミ
行
ハ
ル
・
所
ノ
弊
害
ナ
ラ
ソ

と
結
ん
で
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
子
の
な
い
場
合
に
養
子
を
む
か
え
て
嗣
子
と
す
る
こ
と
は

「
入
間
幸
中
ノ
宰
」
で
あ
り
、
「
天
理
ノ
止
ム
ヲ
碍
サ
ル
」
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
養
子
制
度
は
久
し
い
年
月
の
産
物
で
あ
る
か
ら
、
急
に
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
よ
し
そ
の
弊
害
が
あ
る
と
し
て
も
、
外
國
の
み
に
み
ら
れ
る
現

象
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
、
わ
が
國
に
お
け
る
養
子
の
存
置
を
肯
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
「
我
國
養
子
法
ノ
如
キ
ハ
決
シ
テ
入
理
昌
惇
ル

者
ニ
モ
ア
ラ
ズ
」
「
養
子
…
…
ハ
子
無
キ
者
ノ
不
幸
ヲ
穂
フ
ノ
良
法
ナ
リ
人
ヲ

シ
テ
子
無
グ
老
後
ノ
餐
ヲ
頼
ム
ベ
キ
ナ
キ
ハ
入
ノ
甚
大
不
幸
ナ
リ
故
昌
此
ノ
不

幸
ヲ
助
ク
ル
昌
養
子
ノ
法
ハ
新
タ
ニ
設
ケ
モ
コ
ソ
ス
ベ
ケ
レ
焉
ゾ
此
古
來
ノ
良

法習慣ヲ

禁
ゼ
ソ
ヤ
」
（
「
朝
野
新
聞
」
明
治
九
年
三
月
＋
九
日
付
論
説
．
脅
井

糞
）
と
い
う
「
入
羅
」
憲
い
お
こ
喜
る
も
の
が
ゑ
う
・

　
こ
の
「
養
子
説
」
が
襲
表
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、
當
時
の
有
力
雑
誌
に
、

逡
産
の
威
分
を
め
ぐ
つ
て
落
慣
か
ら
の
腕
皮
を
企
圖
し
た
主
張
が
二
．
三
あ
ら

わ
れ
た
。

　
十
二
年
十
月
、
沼
間
甑
」
、
の
指
導
下
に
あ
り
、
東
京
に
お
け
る
「
民
権
蓮
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

の
罷
差
つ
議
も
活
響
た
」
麗
鮭
、
嬬
鶴
誌
と
し
て
「
罎

雑
誌
」
を
創
刊
し
た
が
、
そ
の
第
一
號
に
は
、
山
μ
善
太
郎
の
「
逡
産
虜
分
論
」

が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宏
八
　
　
　
（
五
九
六
）

翌
年
一
月
、
稜
會
式
を
あ
げ
て
誕
生
し
た
交
謁
吐
は
、
二
月
よ
り
「
交
駒
難

ヘ
リ
ロ

誌
」
を
譲
行
し
は
じ
め
た
が
、
そ
の
第
十
一
號
（
＋
三
年
孟
月
）
に
は
、
「
遺
薩

雰
法
ノ
問
．
一
答
唆
葎
轟
一
．
電
六
毒
．
相
漿
胤
．
巖
暑

太
郎
の
論
読
が
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
、
「
我
國
遺
薩
庭
分
ノ
制
」
試
案
を
掲
げ

た
。
さ
ら
に
同
誌
の
第
三
十
號
・
第
三
十
三
號
（
＋
三
年
＋
一
月
－
＋
二
月
）

ば
、
雫
岩
楠
の
「
享
類
ノ
法
を
謬
季
相
績
ノ
法
ヲ
蓼
ベ
キ
ノ
塗

を
載
せ
、
そ
の
主
張
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
遺
塵
分
割
相
績
制
の
提
唱
は
、
「
法
律
志
叢
」
静
上
に
お
い
て
（
＋

四
年
二
月
ー
三
月
）
、
榎
本
義
路
が
「
逡
物
分
配
ノ
方
法
ヲ
制
定
ス
ル
ハ
賓
一
一
今

日
ノ
緊
要
ノ
事
項
ト
云
フ
ヘ
シ
」
「
逡
物
ノ
分
法
ト
養
子
ノ
習
慣
ト
い
固
ヨ
リ

一
串
ノ
關
係
ヲ
有
ス
ル
一
ヨ
リ
遺
物
ノ
分
法
ヲ
制
定
セ
ン
ト
欲
セ
バ
則
チ
養
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
あ
ロ

ノ
習
慣
ヲ
慶
止
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
説
い
た
よ
う
に
、
養
子
制
度
駿
止
論
へ

の
途
を
開
い
た
も
の
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
十
六
年
三
月
、
「
法
律
難
誌
」
第
三
百
號
・
第
三
百
三
號
・
第
三
百
四
號
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ワ

蓮
載
し
て
い
る
松
井
三
箏
の
「
婚
姻
養
子
ノ
説
」
は
、
直
接
に
は
養
子
の
存
塵

問
題
を
探
り
あ
げ
た
も
の
で
ば
な
い
が
、
養
子
縁
粗
の
法
律
上
の
性
絡
を
論
じ

て
い
る
顯
が
注
意
を
ひ
く
。

　
先
ず
、
「
婚
姻
養
子
ハ
皆
契
約
ニ
シ
テ
男
女
相
會
ヒ
夫
婦
ノ
義
ヲ
結
フ
之
ヲ

婚
姻
ト
イ
ヒ
老
少
相
寄
リ
親
子
ノ
交
ヲ
結
フ
之
ヲ
餐
子
ト
イ
フ
」
と
記
し
た
後
、

　
　
其
契
約
タ
ル
ニ
於
テ
ハ
他
ノ
貸
借
喪
買
交
換
等
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
線
テ

　
契
約
ヲ
適
正
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
ハ
結
約
者
双
方
ノ
意
思
相
合
シ
所
謂
ル
承
諾
ナ

　
ル
モ
ノ
ナ
ガ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
レ
自
然
ノ
原
則
ニ
シ
テ
成
文
法
ノ
有
無
晶
拘
ハ

　
ラ
ス
理
昌
於
テ
然
ラ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
然
リ
ト
雛
モ
何
レ
ノ
國
昌
於

　
テ
モ
成
丈
法
ア
ル
ト
キ
ハ
唯
承
諾
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
セ
ス
契
約
ノ
種
類



　
呂
從
テ
各
其
法
式
ヲ
定
メ
而
モ
之
二
循
フ
ト
キ
ハ
其
契
約
ヲ
適
正
ナ
ラ
シ
メ

然
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
無
効
ナ
ラ
シ
ム
是
レ
文
明
各
國
ノ
通
例
ナ
リ

　
然
ル
ニ
我
國
二
於
テ
ハ
民
法
未
タ
立
タ
ス
而
モ
他
ノ
法
律
ハ
稽
ヤ
備
ハ
ル

　
昌
至
リ
爲
メ
ニ
却
テ
疑
議
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
レ
リ
印
チ
刑
法
昌
擦
ル
ニ
親
齎
例

　
ア
リ
子
孫
其
魍
父
母
父
母
二
封
ス
ル
罪
ア
リ
有
夫
姦
ノ
罪
ア
リ
本
夫
姦
所
二

於
テ
姦
夫
姦
爾
ヲ
黎
傷
ス
ル
ノ
宥
恕
ア
リ
重
婚
ノ
罪
ア
リ
又
治
罪
法
二
於
テ

　
モ
民
事
指
當
人
無
能
力
者
謹
入
等
昌
關
ス
ル
規
則
ア
リ
夫
婦
タ
リ
父
子
タ
ル

　
ノ
身
分
ハ
是
等
ノ
事
件
二
付
キ
最
モ
明
瞭
ナ
ラ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
雅
モ

婚
姻
養
子
バ
唯
承
諾
ノ
ミ
ヲ
以
テ
成
立
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
將
タ
他
ノ
法
式

　
昌
循
フ
テ
始
メ
テ
成
立
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
詳
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ

と
し
、
「
我
國
昌
於
テ
ハ
婚
姻
餐
子
等
ハ
之
ヲ
意
合
ノ
契
約
ト
ス
ヘ
キ
ヤ
將
タ

正
式
ノ
契
瀬
ト
ス
ヘ
キ
」
か
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
「
余

ノ
考
フ
膿
ル
ニ
テ
ハ
婚
姻
嚢
子
ノ
契
約
ノ
性
質
ハ
意
合
ノ
契
約
ニ
シ
テ
正
式
ノ

契
約
二
非
ラ
ス
」
と
結
論
し
、
そ
の
根
櫨
と
す
る
と
こ
ろ
を
詳
説
す
る
の
で
あ

る
が
、
主
と
し
て
婚
姻
の
場
合
を
封
象
と
し
て
論
を
進
め
、
「
養
子
．
一
付
漕
襯
子

タ
ル
ノ
身
分
」
に
關
し
て
ほ
と
ん
ど
調
れ
て
い
な
い
こ
と
を
逡
憾
と
す
る
が
、

そ
れ
は
、
婚
姻
と
養
子
と
を
、
怯
律
上
の
「
契
約
」
と
し
て
は
同
一
性
質
の
も

の
、
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
養
子
の
法
律
的
性
絡
を

論
じ
て
い
る
融
は
、
當
時
と
し
て
珍
し
い
所
見
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
“
。

（
ユ
）
　
手
塚
論
丈
・
匠
五
－
五
六
頁
参
照
。

（
2
）
　
「
法
律
雑
誌
」
は
、
當
時
の
法
律
聞
係
誌
と
し
て
は
珍
し
く
表
題
の
愛

　
更
も
な
く
、
か
な
り
長
期
間
に
わ
た
つ
て
定
期
的
に
登
行
さ
れ
た
。
初
代

　
編
斡
長
は
金
丸
鐵
で
あ
つ
た
。

（
3
）
　
「
法
律
難
誌
」
二
〇
號
八
頁
以
下
（
一
一
年
二
月
）
、
二
四
號
七
頁
以
下

明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

　
（
同
年
三
月
）
、
二
五
魏
七
頁
以
下
（
同
年
四
月
）
。

（
4
）
　
因
み
に
、
河
津
農
軒
の
解
答
は
弐
の
と
お
り
で
あ
つ
た
。

　
「
甲
家
乙
ノ
爲
メ
ニ
丙
ヲ
癸
ル
乙
ハ
甲
家
繕
績
ノ
爲
メ
昌
丁
ヲ
生
ム
丁
ハ

　
即
チ
甲
家
昌
扇
ス
可
ク
シ
テ
甲
ト
ニ
等
親
ノ
義
ア
リ
故
昌
其
父
乙
死
残
シ

　
若
ク
ハ
事
故
ア
リ
テ
甲
家
ヲ
去
ル
ト
錐
モ
丁
ハ
絡
始
甲
姓
ヲ
穏
シ
其
家
昌

　
止
ル
可
シ
是
ヲ
以
テ
我
國
昌
於
テ
ハ
甲
ト
乙
丙
ト
ノ
情
相
熟
セ
ス
シ
テ
乙

　
丙
ヲ
離
縁
ス
ト
雛
モ
甲
ハ
丁
ヲ
乙
丙
昌
附
シ
テ
更
昌
他
ノ
子
女
ヲ
養
ハ
ソ

　
ト
謂
フ
＝
ト
ヲ
得
ス
乙
丙
ハ
亦
丁
ヲ
携
ヘ
テ
去
ラ
ソ
ト
謂
フ
可
キ
ノ
理
ナ

　
シ
宜
ク
丁
ヲ
止
メ
テ
相
績
セ
シ
ム
ヘ
シ
ト
ス
」

（
5
）
　
「
法
律
雑
誌
」
七
三
號
一
頁
以
下
（
＝
一
年
六
月
）
。

（
6
）
　
手
塚
論
丈
・
置
孟
頁
。

（
7
）
　
沼
間
守
一
の
傳
記
と
し
て
、
右
川
安
表
郎
「
沼
間
守
一
」
（
明
治
三
四

　
年
）
が
あ
る
。

（
8
）
　
高
坂
正
顯
「
明
治
文
化
史
・
思
想
嘗
論
編
」
五
七
九
頁
（
昭
和
三
〇

　
年
）
。

（
9
）
　
創
刊
當
時
は
、
末
廣
重
恭
の
校
閲
、
吉
田
次
郎
の
編
輯
で
あ
つ
た
。

　
最
初
は
求
友
肚
よ
り
登
刊
さ
れ
て
い
た
が
、
約
二
年
後
の
十
四
年
八
月
に

　
は
、
こ
れ
を
喫
鳴
雑
誌
髄
と
改
め
、
こ
の
時
よ
り
青
木
匡
が
主
幹
と
な
帰

　
た
。
十
六
年
に
「
東
京
輿
論
新
誌
」
に
吸
牧
・
合
併
さ
れ
た
。

（
m
）
　
「
喫
鳴
難
誌
」
創
刊
號
一
三
頁
以
下
（
一
二
年
一
〇
月
）
。

（
皿
）
「
交
絢
雑
誌
」
は
、
十
三
年
二
月
に
第
一
號
を
刊
行
し
た
。
當
時
は
、

　
幹
事
。
小
幡
篤
次
郎
、
校
閲
・
阿
部
泰
藏
、
編
韓
・
四
屋
純
三
郎
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
も
　
　
ロ
　
　
じ

　
た
。
交
詞
鮭
創
立
の
い
き
さ
つ
な
ら
び
に
登
會
式
の
歎
況
は
、
同
誌
創
刊

　
號
に
詳
し
い
。
な
お
、
「
慶
感
義
塾
七
十
五
年
史
ヒ
五
五
頁
以
下
（
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
玄
九
七
V



明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

　
七
年
）
。

（
皿
）
　
「
交
詞
雑
誌
」
一
一
號
一
頁
以
下
（
コ
ニ
年
五
月
）
。
そ
の
賞
時
、
慶

　
慮
義
塾
に
は
夜
間
法
律
科
が
あ
り
、
層
島
を
の
ぞ
く
他
の
三
名
は
そ
こ
の

　
講
離
で
あ
つ
た
。
蓮
名
の
同
答
は
、
そ
の
關
係
か
ら
で
あ
つ
た
ろ
う
。

（
B
）
「
交
詞
雑
誌
」
三
〇
號
一
頁
以
下
（
一
三
年
一
一
月
）
、
三
三
號
一
頁

　
以
下
（
同
年
二
一
月
）
。
森
下
岩
楠
は
、
津
田
純
一
と
共
に
、
交
詞
肚
創
立

　
事
務
委
員
の
ひ
と
り
で
あ
つ
た
。

（
製
）
　
手
塚
論
・
文
・
五
六
頁
。

（
妬
）
　
「
法
律
雑
誌
」
三
〇
〇
競
一
頁
以
下
（
＝
ハ
年
三
月
）
、
三
〇
三
號
一

　
頁
以
下
（
同
月
）
、
三
〇
四
號
一
頁
以
下
（
同
月
）
。

（
16
）
　
執
筆
者
の
松
井
三
竿
は
、
婚
姻
に
お
け
る
戸
籍
登
記
に
ふ
か
い
關
心

　
を
い
だ
い
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
観
鮎
よ
り
み
れ
ぱ
、
示
唆

　
に
富
む
個
所
が
す
く
な
く
な
い
。

三

明
治
十
七
年
九
月
、
山
田
喜
之
助
は
「
家
族
制
度
的
樫
楷
か
ら
個
人
を
解
放

弘祝

」
た
め
に
養
子
制
度
否
認
論
を
唱
え
た
が
・
翌
十
八
年
六
月
に
は
・
繭
澤

鍮
吉
の
「
日
本
婦
入
論
」
が
「
時
事
新
報
」
に
蓮
載
さ
れ
、
そ
の
瀧
読
欄
を
か

　
　
（
2
）

ざ
つ
た
。

　
編
澤
が
、
「
日
本
の
産
ん
だ
最
も
偉
大
な
る
思
想
家
」
で
あ
り
、
「
近
代
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
ロ

の
精
紳
上
の
父
と
も
い
ふ
べ
き
大
き
な
歴
史
的
地
位
」
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、

い
ま
さ
ら
筆
者
が
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
す
で
に
明
治
七
年
出
版
さ
れ
た

「
學
問
の
す
』
め
」
第
八
編
に
お
い
工
、
一
夫
多
妻
の
晒
脅
を
非
難
し
て
「
一
夫

に
て
二
三
の
婦
人
を
婆
る
は
固
よ
り
天
理
に
背
く
こ
と
朝
白
な
り
。
こ
れ
を
禽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
宏
九
八
）

　
　
　
　
　
　
（
4
》

獣
と
云
ふ
も
妨
な
ー
）
」
と
痛
論
し
た
彼
は
、
今
ま
た
「
日
本
婦
人
論
」
の
一
節

を
か
り
て
、
わ
が
國
古
來
の
「
家
」
に
由
來
す
る
養
子
の
悪
弊
を
指
摘
し
た
の

で
あ
つ
た
。

　
彼
は
い
う
。
「
日
本
古
來
の
習
慣
と
し
て
家
の
系
統
な
る
も
の
を
重
じ
、
其
重

大
な
る
は
喩
へ
ん
に
物
な
き
が
如
く
に
し
て
、
流
弊
途
に
養
子
の
流
行
を
致
し
、

子
な
き
者
は
實
の
血
統
を
絶
ち
て
も
嚢
子
養
女
の
法
に
由
り
家
の
室
名
の
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
り
ゐ

存
す
る
者
多
し
。
爾
甚
し
き
は
其
家
族
は
死
繕
え
て
血
馬
の
矛
遺
な
く
、
家
も

貧
に
し
て
財
産
な
き
の
み
か
家
屋
さ
へ
な
く
し
て
、
家
の
察
名
の
外
無
一
物
な

る
も
の
に
て
も
、
家
は
則
ち
家
に
し
て
戸
籍
上
こ
れ
を
一
戸
と
云
ふ
。
子
孫
に

非
ず
し
て
子
孫
と
構
し
、
戸
な
く
し
て
戸
と
名
く
。
入
聞
世
界
稀
有
の
溜
頒
に

し
て
識
者
の
常
に
惟
し
む
肝
、
我
輩
も
素
よ
り
其
不
都
合
を
知
る
所
の
も
の
」

な
り
、
と
。

　
こ
の
個
駈
に
つ
づ
い
て
隔
澤
は
、
養
子
の
「
風
を
一
新
す
る
に
象
て
倫
一
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
》

を
進
め
、
我
輩
の
心
に
思
ふ
ま
』
の
所
望
を
述
れ
ば
騒
に
左
の
如
き
の
み
」
と

し
て
、
た
と
え
ば
、
畠
山
の
女
と
梶
原
の
男
と
が
結
婚
す
れ
ば
、
繭
者
の
姓
よ

り
季
ず
つ
を
ち
て
「
山
原
」
と
㌢
「
新
蓋
」
と
馨
の
警
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ざ
り

ろ
う
か
、
と
い
つ
た
「
當
時
と
し
て
は
破
天
荒
な
小
家
族
制
度
の
提
唱
」
を
し

て
い
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
礪
澤
と
、
過
ぐ
る
明
治
九
年
の
東
京
に
お
け
る
新
聞
の
論
説

欄
に
あ
ら
わ
れ
、
た
養
子
論
雫
と
の
關
係
ー
と
く
に
「
郵
便
報
知
新
聞
」
と
の

ー
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
す
で
に
手
塚
教
授
が
紹
介
さ
れ
た
ご
と
く
、
「
朝
野
新
聞
」
の
養
子
賛
威
論

（
九
年
二
月
七
日
付
）
に
反
駁
し
た
■
「
郵
便
報
知
」
の
論
説
は
（
同
月
九
日
付
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヶ
ソ

「
養
子
反
封
論
の
代
表
的
な
も
の
」
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
當
時
、
騙
澤
が
「
郵
便



報
知
」
に
野
し
て
背
後
よ
り
こ
れ
を
援
助
し
て
い
た
事
實
に
注
意
す
べ
き
で
あ

（
P
）

ろ
う
。

　
こ
の
前
年
、
稿
澤
の
推
薦
で
「
郵
便
報
知
」
に
幹
部
と
し
て
入
吐
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ロ

慶慮

義
塾
を
七
年
に
卒
業
し
た
藤
田
茂
吉
・
箕
浦
勝
人
・
牛
場
卓
邉
の
三
人
で

あ
り
、
た
だ
ち
に
藤
田
は
主
筆
、
箕
浦
は
論
説
主
任
の
要
職
に
つ
い
た
の
で
あ

つ
た
。
同
肚
に
は
、
栗
本
鉱
劉
が
い
た
が
、
彼
は
編
輯
主
宰
と
し
て
第
一
線
か

ら
は
遠
ざ
か
つ
て
い
た
、
と
傳
え
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
こ
ろ
の
「
郵

便
報
知
」
紙
上
に
掲
げ
ら
れ
た
論
説
に
は
、
直
接
・
間
接
に
鵡
澤
の
指
導
が
あ

つ
た
こ
と
は
想
嫁
に
か
た
く
な
い
。
「
朝
野
新
聞
」
に
反
論
し
た
養
子
制
度
否
認

論
も
、
實
は
隔
澤
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
倣
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、
す

で
に
明
治
九
年
の
こ
ろ
か
ら
、
編
澤
は
養
子
の
弊
害
を
感
知
し
て
い
た
、
と
も

推
測
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
、
「
郵
便
報
知
」
の
養
子
反
封
麟
吻
執
筆
者
に
つ
い
て
、
手
塚
教
授
は

「
栗
本
鋤
雲
か
藤
田
茂
吉
の
筆
に
威
る
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
栗
本
は

前
記
の
と
お
り
論
読
携
常
か
ら
は
退
い
て
お
り
、
藤
田
は
、
筆
鍋
事
件
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聴
》

八
年
十
二
月
二
十
八
日
に
禁
獄
二
ヵ
月
・
罰
金
二
百
圓
に
庭
せ
ら
れ
て
い
る
。

さ
れ
ば
、
九
年
二
月
九
日
の
護
表
に
か
か
る
養
子
論
は
、
箕
浦
が
書
い
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
筆
渚
は
考
え
た
い
。

　
編
澤
の
薫
陶
を
う
け
た
箕
浦
の
手
に
よ
つ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
論
説
が
、

「
從
來
の
傳
統
的
家
族
制
度
か
ら
の
識
櫛
を
志
向
」
し
つ
つ
、
網
脹
子
輩
濁
相
練

と
結
合
す
る
養
子
制
度
に
封
し
誕
阪
封
」
し
た
「
代
表
的
な
も
の
」
で
あ
る
こ

と
は
、
む
し
ろ
當
然
で
あ
つ
た
ろ
う
。

　
輻
澤
の
「
日
本
婦
入
論
」
が
世
に
で
た
前
月
の
明
治
十
八
年
五
月
、
岸
本
辰

雄
は
明
治
法
律
學
校
の
機
闘
誌
で
あ
つ
た
「
明
法
雑
誌
」
に
お
い
て
餐
子
制
度

　
　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
｝

に
反
弩
職
を
示
し
た
が
、
翠
九
年
宵
の
同
謄
、
そ
の
篁
主
號
．

第
二
十
三
號
に
「
養
子
法
は
法
理
上
存
す
べ
き
も
の
に
非
ず
」
と
題
す
る
討
論

籠
を
叢
し
た
の
虜
つ
た
．
す
で
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
青
山
嚢
の
記

述
が
あ
る
が
、
教
授
は
こ
の
討
論
會
に
お
け
る
谷
山
直
太
郎
と
光
妙
寺
三
郎
の

養
子
否
定
の
獲
言
の
み
を
あ
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て

は
、
激
授
の
引
冊
さ
れ
な
か
つ
た
養
子
肯
定
の
意
見
を
紹
介
し
て
み
た
い
、
と

思
う
。

　
先
ず
、
第
一
席
と
し
て
谷
山
直
太
郎
が
立
ち
、
與
え
ら
れ
た
命
題
に
封
し
て

賛
成
す
る
旨
を
述
べ
た
後
、
石
田
仁
太
郎
・
河
野
和
三
郎
の
爾
名
は
相
次
い
で

反
封
意
見
i
す
な
わ
ち
餐
子
制
度
擁
護
論
ー
を
主
張
し
た
。

　
　
（
第
二
席
）
石
田
仁
太
郎
君
　
日
く
余
は
實
に
本
問
題
に
反
封
を
試
み
ん
と

す
る
も
の
な
る
が
先
づ
此
の
養
子
芸
へ
垂
誓
就
垂
ず
る
讐
琵

　
び
利
釜
と
を
瞥
見
し
た
る
上
に
て
法
理
の
如
何
を
も
穿
索
す
る
こ
と
と
な
す

　
べ
し
此
の
養
子
の
方
涯
は
今
日
に
於
て
殊
に
弊
害
を
生
じ
居
る
も
の
な
り
先

　
づ
共
第
一
は
瀧
會
の
安
寧
維
詩
に
關
は
る
こ
と
に
て
全
國
の
馳
丁
多
く
は
兵

　
役
を
避
け
ん
が
爲
め
養
子
の
虚
名
を
借
る
こ
と
第
二
は
貧
富
の
不
干
均
に
し

　
て
貧
者
は
貧
者
互
に
伍
を
な
し
富
者
叉
此
れ
に
安
じ
て
動
か
ず
貧
家
は
絡
古

　
貧
な
ら
さ
る
べ
か
ら
ず
富
家
は
維
古
富
な
ら
さ
る
べ
か
ら
さ
る
か
の
如
き
實

　
跡
を
今
日
に
存
し
居
る
こ
と
第
三
は
人
の
自
由
に
關
は
る
こ
と
に
て
殊
に
赤

　
子
の
頃
よ
り
養
ひ
し
も
の
と
雛
愛
情
の
念
乏
し
き
が
故
養
親
子
ば
間
互
に
打

　
解
く
る
と
云
ふ
こ
と
な
く
義
理
づ
く
の
住
ひ
に
て
實
に
大
切
な
る
人
の
自
由

　
を
妨
げ
居
る
こ
と
養
子
の
弊
害
と
云
へ
ば
大
概
右
に
申
せ
し
三
↑
の
外
に
出

　
さ
る
べ
し
實
に
此
の
弊
害
た
る
傷
は
し
き
次
第
な
り
と
は
申
せ
其
此
れ
を
除

　
か
ん
と
せ
ば
除
か
れ
さ
る
に
は
あ
ら
さ
る
な
り
夫
れ
に
は
法
律
上
よ
り
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
五
九
九
〉



　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
諭

種
々
養
子
を
な
す
に
就
て
の
條
件
だ
に
設
く
る
と
き
は
絡
別
困
難
の
こ
と
と

は
思
は
れ
ざ
る
な
り
叉
経
濟
上
の
議
論
と
な
り
て
資
本
分
配
の
説
の
如
き
は

相績

法
だ
に
改
む
れ
ば
可
な
る
こ
と
に
て
別
段
本
問
題
に
關
係
を
有
せ
さ
る

な
り
要
之
に
一
國
の
法
律
な
る
も
の
は
其
國
の
人
情
風
脅
等
を
汲
ん
て
此
れ

を
定
む
べ
き
も
の
に
て
只
理
論
の
固
ま
り
を
以
て
法
律
と
な
す
こ
と
能
は
さ

る
こ
と
な
れ
ば
兎
に
角
今
日
の
就
會
に
必
要
と
し
て
行
は
れ
居
る
養
子
法
の

如
き
も
少
し
は
理
論
上
に
嫌
ひ
あ
る
に
も
せ
よ
此
れ
を
矯
め
て
弊
害
な
き
時

に
さ
へ
な
さ
し
め
得
ば
何
と
て
殊
更
ら
に
之
れ
を
禁
す
る
と
云
ふ
が
如
き
こ

と
を
要
せ
ん
や
蓋
し
佛
國
の
如
き
も
革
命
後
初
め
て
起
り
濁
逸
の
如
き
も
當

世
紀
に
至
り
行
は
れ
し
と
聞
け
ば
決
し
て
輕
忽
に
論
過
す
可
ら
さ
る
こ
と
な

り
と
信
す
る
な
り

（
第
三
席
）
河
野
和
三
郎
君
　
日
く
余
も
亦
反
封
者
の
一
入
な
り
元
來
養
子

と
ば
因
縁
な
き
他
人
同
志
の
間
に
親
子
の
開
係
を
形
浩
く
る
の
事
柄
を
申
す

な
り
此
の
親
子
の
關
係
を
形
ち
邉
く
る
に
は
種
々
の
念
慮
よ
り
す
る
も
の
な

る
べ
し
と
錐
其
一
世
に
稼
き
溜
め
た
る
財
貨
を
貯
蓄
せ
ん
と
念
慮
の
如
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
噌
・
》

亦
少
し
と
な
さ
』
る
べ
し
左
れ
ば
若
し
も
自
然
に
生
れ
た
る
も
そ
の
外
養
子

の
方
法
に
て
親
縁
を
形
邉
く
る
こ
と
を
許
さ
ず
と
申
す
檬
の
こ
と
と
な
さ
ば

人
々
の
希
墓
心
も
簿
ら
ぎ
其
奨
働
心
も
亡
ぶ
る
こ
と
な
る
べ
し
此
く
の
如
く

に
し
て
人
逸
樂
せ
ば
如
何
で
此
の
肚
會
の
保
た
る
べ
き
ぞ
曾
て
我
が
貴
重
な

る
岸
本
講
師
の
相
練
法
を
講
ぜ
ら
る
』
や
養
子
な
る
も
の
は
自
然
に
生
せ
し

も
の
に
あ
ら
さ
れ
ば
其
親
の
財
薩
は
此
れ
を
分
派
な
す
を
以
て
至
當
と
す
と

論
せ
ら
れ
た
る
が
如
し
然
れ
共
若
し
此
の
如
く
な
す
に
至
ら
ば
子
な
き
も
の

を
し
て
自
暴
自
棄
の
念
慮
を
生
せ
し
む
る
に
至
る
べ
し
要
す
る
に
此
の
養
子

と
云
へ
る
こ
と
が
此
の
世
の
中
に
何
程
の
害
を
な
す
も
の
な
り
や
試
み
に
此

六
二

（
六
〇
〇
）

れ
を
考
ふ
ぺ
し
一
も
其
害
と
て
此
れ
あ
る
を
見
さ
る
な
り
然
ら
ば
何
を
好
ん

　
で
此
れ
を
禁
ぜ
ん
な
ど
と
は
騒
き
な
す
や
賞
に
共
意
を
解
す
る
能
は
さ
る
な

り
然
れ
共
此
の
養
子
の
方
法
に
就
て
は
何
程
か
の
取
締
り
を
設
く
べ
ぎ
は
叉

必
要
の
事
に
し
て
奏
親
た
る
べ
き
も
の
の
年
令
及
び
養
子
た
ら
ん
と
す
る
も

　
の
の
年
齢
等
に
は
夫
々
制
限
を
施
こ
す
こ
そ
適
當
の
こ
と
な
る
べ
し
と
信
す

何
と
な
れ
ば
前
後
の
辮
別
も
附
か
さ
る
中
に
其
身
を
他
人
に
興
ら
る
る
が
如

き
最
も
人
の
自
由
を
害
ふ
の
甚
た
し
き
こ
と
は
實
に
今
日
迄
目
繋
し
來
る
露

　
な
れ
ば
な
り

　
こ
の
二
つ
の
養
子
賛
成
論
が
あ
ら
わ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
谷
山
は
ふ
た
た
び

立
ち
、
か
さ
ね
て
養
子
制
度
の
「
決
し
て
此
σ
世
の
中
に
存
す
べ
き
も
の
に
は

あ
ら
ざ
る
」
ゆ
え
ん
を
説
い
た
。
谷
山
の
こ
の
議
言
は
、
青
出
教
授
の
引
用
に

洩
れ
て
い
る
の
で
次
に
掲
げ
る
。

　
（
第
四
席
）
谷
山
直
太
郎
君
日
く
余
は
已
に
第
萱
席
に
於
て
少
し
く
余
の

　
持
説
を
主
彊
し
置
き
た
る
に
共
後
＝
あ
反
封
論
者
も
出
た
る
こ
と
故
再
び

　
妓
に
起
て
前
説
を
確
か
め
ん
と
欲
す
る
な
り
石
田
君
は
凡
て
法
律
な
る
も
の

　
は
人
情
風
俗
の
窟
眞
と
も
云
は
れ
た
る
も
の
故
人
情
風
俗
に
さ
へ
叶
ひ
居
る

　
と
き
は
理
非
も
顧
み
る
に
及
ば
ず
と
陳
べ
ら
れ
た
り
然
ら
ば
暴
戻
傑
惇
の
世

　
に
は
人
皆
入
を
殺
し
物
を
掠
む
る
を
以
て
常
と
な
せ
し
が
故
此
の
世
の
中
に

　
は
人
を
殺
す
べ
し
と
の
独
を
設
く
る
も
亦
妨
け
な
し
と
す
る
か
若
し
今
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
ら
》

　
の
中
に
て
も
目
己
の
慾
情
を
恣
に
し
て
世
の
捻
制
を
受
け
ざ
る
は
普
通
人
情

　
の
集
ま
る
慶
な
る
を
以
て
其
情
慾
を
恣
に
す
べ
し
と
の
こ
と
を
原
則
と
な
し

　
得
る
か
凡
て
世
の
法
律
て
ふ
も
の
は
少
し
に
て
も
正
理
に
合
せ
ん
こ
と
こ
そ

　
肝
要
な
り
何
ぞ
人
情
風
俗
に
の
み
此
れ
因
循
す
る
を
要
せ
ん
や
又
石
田
君
は

　
奏
子
怯
と
相
綾
法
と
拡
別
種
の
も
の
と
申
さ
れ
た
れ
共
千
歳
の
後
ま
で
も
家



名
を
傳
へ
ん
と
て
子
を
養
ふ
は
印
ち
千
歳
の
後
ま
で
も
此
の
財
産
を
遙
さ
ん

　
と
の
精
紳
よ
り
出
で
し
に
外
な
ら
さ
る
な
り
左
れ
ば
餐
子
と
相
績
の
こ
と
は

關
係
な
し
と
は
得
云
は
れ
ざ
る
な
り
且
っ
此
れ
を
浅
理
上
よ
り
嚢
へ
ぽ
吾
々

　
は
某
生
き
つ
』
あ
る
間
こ
そ
如
何
に
も
露
理
し
得
る
こ
と
な
る
ぺ
し
死
せ
し

後
に
は
此
の
家
は
此
く
な
し
此
の
財
産
は
此
く
な
す
べ
し
と
云
ふ
如
き
こ
と

　
に
ま
で
干
渉
し
得
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
而
し
て
養
子
の
方
法
た
る
や
此
の
如

ぎ
自
然
の
爲
す
ま
じ
き
事
柄
を
犯
す
も
の
に
し
て
決
し
て
此
の
世
の
中
に
存

　
す
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り

　
こ
の
稜
言
の
後
、
光
朋
寺
三
郎
は
、
谷
山
の
所
論
を
繧
援
す
る
か
の
ご
と
く

「
餐
子
の
制
度
は
貴
族
主
義
に
基
け
る
も
の
に
し
て
…
…
此
を
禁
絶
す
る
よ
り

　
　
　
　
　
　
（
飢
》

外
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
す
る
否
認
論
を
開
陳
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
な
お
、
第
三
席
の
河
野
の
論
辮
中
に
、
「
曾
て
我
が
貴
重
な
る
岸
本
講
師
の
相

績
法
を
講
ぜ
ら
る
』
や
」
云
々
と
あ
る
の
は
、
手
塚
教
授
の
紹
介
さ
れ
た
、
岸

震
雄
の
「
相
轟
」
を
指
し
て
い
る
こ
巌
い
茎
誓
な
い
霧
ろ
う
・

（
ユ
）
　
手
塚
論
丈
・
五
七
買
。

（
2
）
　
「
日
本
婦
人
論
」
は
、
十
八
年
六
月
四
日
よ
り
同
月
十
二
日
ま
で
、
前

　
後
八
回
に
わ
た
り
「
時
事
新
報
」
肚
説
と
し
て
登
表
さ
れ
た
。

（
3
）
　
家
永
三
郎
「
近
代
精
紳
と
そ
の
限
界
」
一
七
一
頁
（
昭
和
二
五
年
）
。

（
4
）
　
「
編
灘
識
吉
選
集
」
（
第
一
巻
）
　
凶
五
二
頁
（
昭
和
二
六
年
）
。

（
5
）
　
「
魑
深
論
吉
逡
集
」
（
第
五
巻
）
二
八
－
二
九
頁
（
昭
和
二
七
年
）
。
な

　
お
、
原
丈
は
、
漢
字
片
假
名
交
り
の
丈
髄
で
あ
る
。

（
6
）
　
前
掲
書
・
二
九
頁
。

（
7
）
　
前
掲
書
・
二
九
頁
。

（
8
）
　
中
村
菊
男
「
近
代
日
本
と
腰
深
鍮
吉
」
二
二
一
頁
（
昭
和
二
八
年
）
。

　
　
　
明
治
前
朔
に
お
サ
る
餐
子
鎗

（
9
）
手
塚
論
丈
・
五
一
頁
．

（
m
）
　
こ
の
事
實
に
鯛
れ
た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
久
保
田
辰
彦
「
廿

　
一
大
先
畳
記
者
傳
」
ニ
ハ
三
頁
（
昭
和
五
年
）
、
青
木
武
雄
「
報
知
七
十

　
年
」
一
〇
七
頁
・
一
五
三
頁
（
昭
和
一
六
年
）
、
前
掲
「
明
治
丈
化
史
．
思

　
想
言
論
編
」
五
五
七
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
皿
）
　
藤
田
・
箕
浦
ぱ
七
年
の
正
則
卒
業
で
、
牛
揚
の
み
は
同
年
の
麓
則
卒

　
業
で
あ
つ
た
。
な
お
、
藤
田
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
前
揚
「
廿
一
大
先
冨
凋

　
記
者
傳
」
一
．
六
三
頁
以
下
、
「
交
駒
雑
誌
」
四
四
八
號
二
由
へ
頁
以
下
（
明
治

　
二
五
年
八
月
）
な
ど
滲
照
。

（
銘
）
　
栗
本
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
「
明
治
丈
化
全
集
・
外
國
丈
化
編
」
解

　
題
・
八
頁
以
下
（
昭
和
三
年
）
お
よ
び
前
掲
「
廿
一
大
先
発
記
者
傳
」
四

　
五
頁
以
下
滲
照
。
な
お
、
栗
本
は
、
幅
澤
の
主
義
主
張
に
大
い
に
共
鳴
し

　
て
い
た
、
と
い
う
o

（
B
）
　
手
塚
論
文
・
五
五
頁
。

（
製
）
　
小
池
洋
二
郎
「
日
本
新
聞
歴
史
」
明
治
丈
化
全
集
・
新
聞
編
．
三
〇

　
頁
（
昭
和
三
年
）
。
な
お
、
藤
田
は
自
宅
禁
鋼
で
あ
つ
た
、
と
す
る
説
ボ
多

　
い
が
（
た
と
え
ば
、
前
掲
「
廿
一
大
先
畳
記
者
傳
」
一
七
〇
頁
）
、
筆
者

　
は
、
藤
田
は
軍
民
で
あ
る
ゆ
え
に
監
獄
に
入
つ
た
、
と
説
く
宮
武
外
骨
氏

　
の
見
解
に
賛
意
を
表
し
た
い
（
「
明
治
筆
繭
史
贅
料
」
〔
四
〕
新
奮
時
代
第

　
一
年
四
冊
三
一
頁
参
照
）
。

（
錫
）
　
手
塚
論
丈
・
五
五
頁
。

（
節
）
　
手
塚
論
丈
・
五
一
頁
。

（
”
）
　
因
み
に
、
植
木
枝
盛
の
投
書
「
猿
人
政
府
」
が
、
「
猿
人
君
主
」
と
改

　
題
の
上
、
「
郵
便
報
知
」
に
載
せ
ら
れ
た
の
は
、
同
紙
が
養
子
否
認
論
を
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
皆
一
　
　
　
　
　
（
山
ハ
〇
一
）



明
治
前
期
に
お
げ
る
養
子
論

　
げ
た
数
日
後
の
、
九
年
二
月
＋
五
日
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

（
鳩
）
　
手
塚
論
丈
・
五
八
頁
。
因
み
に
、
「
明
法
難
誌
」
は
、
十
八
年
二
月
に

　
明
治
法
律
學
校
よ
り
創
刊
さ
れ
た
が
、
第
九
十
九
號
（
二
三
年
一
月
）
か

　
ら
「
法
政
誌
叢
」
と
改
題
さ
れ
た
。

（
珀
）
　
「
明
法
雑
誌
」
二
二
號
＝
＝
一
頁
以
下
（
一
九
年
一
〇
月
）
、
二
三
號

　
＝
ハ
七
頁
以
下
（
同
月
）
。

（
⑳
）
　
前
掲
「
我
國
に
於
け
る
養
子
制
度
否
認
論
」
六
五
頁
以
下
、
前
揚
「
我

　
國
に
於
け
る
養
子
反
封
論
に
つ
い
て
」
日
本
家
族
制
度
の
研
究
・
一
四
〇

　
頁
以
下
。

（
皿
）
　
前
掲
論
丈
・
六
六
頁
、
前
掲
書
・
一
四
一
頁
。

（
舩
）
　
「
明
法
雑
誌
」
四
號
一
頁
以
下
（
一
八
年
五
月
）
。
こ
の
績
論
は
、
同

　
誌
・
八
號
（
同
年
九
月
）
、
九
號
（
同
年
一
〇
月
）
に
蓮
載
さ
れ
て
い
る
o

　
な
お
、
手
塚
論
丈
・
五
八
頁
。

四

明
治
二
十
年
六
月
四
日
、
帝
國
大
學
で
開
か
れ
た
國
家
學
會
の
庵
上
で
、
鳩

山
和
夫
博
士
は
コ
箇
人
」
と
い
う
論
題
の
も
と
に
戸
主
制
の
塵
止
を
説
い
た

T
）が

、
あ
た
か
も
そ
の
こ
ろ
、
土
佐
派
自
由
民
権
家
の
機
關
紙
「
土
陽
新
聞
」
に

お
い
て
は
、
植
木
枝
盛
が
「
家
」
制
度
改
箪
論
の
雄
編
を
展
開
し
て
い
た
。
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

年
九
月
三
日
よ
り
、
同
紙
の
吐
説
欄
に
揚
載
さ
れ
た
「
養
子
論
」
も
そ
の
ひ
と

つ
で
あ
つ
た
。

　
自
由
民
檀
蓮
動
の
立
役
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
最
高
の
理
論
家
で

凝
つ
た
植
木
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
家
永
三
郎
博
士
が
「
革
命
思
想
の
先
駆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ヨ

ー
植
木
枝
盛
の
人
と
思
想
！
」
な
る
著
作
を
公
け
に
さ
れ
、
い
わ
ば
埋
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
占
ハ
四
　
　
　
　
　
（
山
ハ
（
》
二
）

う
　
ひ
　
じ
　
ヤ

た
思
想
家
で
あ
つ
た
彼
の
全
貌
を
明
瞭
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の

書
の
も
つ
償
値
を
高
く
み
と
め
、
本
誌
前
號
に
つ
た
な
い
紹
介
の
機
會
を
も
つ

（
3
）た

。
し
た
が
つ
て
、
彼
に
關
す
る
詳
細
は
家
永
博
士
の
論
述
に
ゆ
ず
る
こ
と
に

し
て
、
こ
こ
で
は
、
彼
が
「
養
子
論
」
を
執
筆
す
る
に
い
た
つ
た
経
緯
を
簡
箪

に
記
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

　
植
木
が
「
自
由
民
権
蓮
動
の
指
導
者
と
し
て
第
一
線
に
立
つ
て
政
治
蓮
動
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
没
頭
し
た
、
「
彼
の
生
涯
の
最
も
光
輝
あ
る
」
時
代
は
、
明
治
十
七
年
十
月
の

大
阪
に
お
け
る
自
由
窯
の
解
蕪
に
よ
つ
て
、
大
き
く
韓
換
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ

た
。
翌
年
三
月
、
高
知
に
露
郷
し
た
彼
は
、
同
年
九
月
「
土
曙
聞
」
に
返
り

喫
い
て
、
「
海
南
の
は
て
か
ら
ふ
た
た
び
筆
陣
を
張
る
こ
と
と
な
」
り
、
こ
れ
以

後、

蓮
日
の
よ
う
に
同
紙
の
杜
説
を
書
き
は
じ
め
た
。
そ
の
後
、
二
十
一
年
四

月
に
高
知
を
は
な
れ
、
大
阪
に
赴
い
て
ふ
た
た
び
政
治
活
動
に
入
る
ま
で
の
約

二
年
牛
は
、
彼
が
「
思
想
家
と
し
て
の
才
能
を
十
二
分
に
護
揮
し
て
、
筆
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
に
全
力
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
時
期
で
あ
つ
た
。
こ
の
期
間
に
、
「
土

陽
新
聞
」
紙
上
に
次
々
と
蓮
載
さ
れ
た
彼
の
「
家
」
制
度
改
革
論
は
、
今
日
な

お
注
目
す
べ
き
内
容
を
も
つ
て
お
り
、
そ
の
現
代
的
意
義
を
見
遥
す
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
紹
介
す
る
「
養
子
論
」
は
、
彼
の
「
家
」
を
め
ぐ
る
一
蓮
の
諸
論
策
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、
養
子
塵
止
論
と
し
て
重
要
覗
す
べ
き
も
の
、
と
考
え
る
。

　
先
ず
「
少
し
く
概
論
を
爲
し
置
く
」
と
し
て
、
養
子
の
定
義
・
目
的
に
つ
い

て
若
干
の
誘
を
播
げ
た
後
、
そ
の
歴
史
に
う
つ
り
、
「
羅
馬
の
時
代
」
の
養
子
法

よ
り
「
佛
蘭
西
」
に
お
よ
び
、
「
通
常
の
養
子
」
「
特
別
の
養
子
」
「
逡
囑
の
養

子
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
諸
外
國
の
養
子
制

度
を
概
観
し
た
後
、
わ
が
國
に
お
け
る
養
子
に
封
象
を
鱒
じ
、
職
國
時
代
を
輕



て
厨
讐
鷺
」
髪
り
、
養
子
の
暑
が
盛
ん
に
な
る
推
移
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
以
上
の
ご
と
く
み
て
き
た
後
、
彼
は
養
子
制
度
に
封
す
る
所
見
を

表
明
す
る
の
で
あ
る
。
や
や
長
文
に
わ
た
る
が
、
明
治
二
十
年
九
月
十
五
日
よ

り
同
月
十
八
日
ま
で
の
、
四
回
に
分
け
ら
れ
て
掲
載
さ
れ
た
個
駈
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
年
九
月
十
五
日
）

　
　
右
に
騰
し
た
る
が
如
羨
毯
て
呆
の
誓
筈
來
華
の
暑
を

　
蔓
延
せ
し
め
た
る
因
由
事
項
の
甚
だ
多
し
と
謂
は
ざ
る
ぺ
か
ら
ず
、
而
し
て

　
今
日
に
至
り
て
は
彼
の
封
建
時
代
と
比
較
せ
ん
に
は
事
物
の
塗
革
せ
し
こ
と

　
一
に
し
て
止
ま
ざ
る
に
も
拘
は
ら
ず
養
子
の
事
の
如
き
は
未
だ
顯
然
と
し
て

　
大
に
蕊
藪
を
減
ず
る
に
蚕
ら
ず
猶
ほ
も
其
事
の
民
聞
に
行
は
る
』
こ
と
薩
分

　
多
き
は
蓋
し
脅
俗
の
甚
た
久
け
れ
ば
な
り

　
　
然
る
に
吾
輩
を
以
て
之
を
観
れ
ぱ
縦
ひ
我
國
の
如
し
と
錐
も
最
早
今
日
に

　
至
り
て
は
決
し
て
昔
日
の
如
く
に
養
子
の
必
要
を
感
す
べ
き
仔
細
な
き
に
至

　
り
し
な
り
、
（
第
一
）
國
家
の
上
よ
り
之
を
云
は
ん
に
も
我
國
は
未
だ
全
く
に

　
聚
家
成
國
は
一
攣
し
て
聚
人
成
國
と
爲
し
た
る
に
こ
そ
無
け
れ
、
幾
分
か
此

　
の
方
向
を
取
り
し
こ
と
さ
へ
あ
り
て
而
し
て
少
し
く
も
聚
家
成
國
に
て
無
け

　
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
事
由
あ
ら
ざ
る
な
り
、
菅
に
其
事
由
あ
ら
ざ
る
の
み

　
な
ら
ず
、
今
は
已
に
聚
家
法
を
一
攣
し
て
聚
人
法
に
改
め
ざ
る
ぺ
か
ら
ざ
る

　
を
感
ず
る
位
の
こ
と
な
れ
ば
養
子
の
事
の
如
き
も
随
て
何
等
の
必
要
あ
る
を

　
知
ら
ざ
る
な
り
、
蓋
し
家
を
聚
め
て
國
を
成
す
こ
と
を
必
す
る
の
時
に
於
て

　
は
家
は
邸
ち
國
の
分
子
な
る
が
故
に
成
る
べ
く
家
を
惜
ま
ざ
る
こ
と
能
は
ず

　
と
錐
も
巳
に
一
進
し
て
人
を
聚
め
國
を
成
す
べ
き
の
場
合
と
な
れ
ば
人
の
浦

　
長
こ
そ
乃
ち
國
家
の
蓮
命
に
關
係
を
も
及
ぼ
す
べ
け
れ
、
家
の
起
慶
は
敢
て

　
國
家
の
粗
織
に
影
響
を
及
ほ
す
こ
と
あ
ら
さ
る
な
り

明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

　
　
ウ
エ
ベ
リ
ー
ム
氏
の
「
ヒ
召
ソ
フ
ヰ
ジ
ユ
ド
ロ
ハ
」
に
日
く
夫
れ
養
子

　
の
事
た
る
邉
化
自
然
の
法
に
非
ら
ず
し
て
人
爲
の
制
に
係
る
と
難
も
畢
覚

其
假
定
の
親
族
を
設
く
る
や
其
天
然
父
子
の
例
に
傲
ふ
て
之
を
制
定
せ
し

渚
た
る
こ
と
疑
ひ
な
し
而
し
て
此
制
た
る
彼
の
一
家
を
以
て
一
國
政
盟
の

　
一
部
と
な
す
の
國
に
非
れ
ば
其
趣
意
を
解
す
べ
か
ら
ず
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
こ

（
第
二
）
一
家
の
上
に
就
て
之
を
察
せ
ん
に
も
彼
の
封
建
制
度
は
早
に
已
に

壌
頽
し
た
る
こ
と
な
れ
ば
士
は
猶
ほ
士
族
の
名
繕
を
こ
そ
帯
ぶ
れ
ど
も
是
只

だ
懲
名
の
存
す
る
と
云
ふ
に
過
ぎ
ず
而
し
て
家
腺
は
已
に
公
債
と
成
り
て
全

く
謀
各
人
の
私
有
に
欝
し
た
れ
ば
彼
の
昔
日
の
如
く
正
當
の
嗣
子
あ
れ
ば
異

鱒
な
く
跡
目
相
績
被
仰
付
れ
ど
も
相
懸
の
嗣
子
無
き
に
於
て
は
家
名
翻
絶
し

て
家
藤
を
召
上
げ
ら
る
』
な
ん
ど
云
へ
る
次
第
は
決
し
て
之
れ
無
き
な
り
、

然
れ
ば
是
に
就
き
て
も
今
日
は
復
た
養
子
の
必
要
あ
ら
ざ
る
な
り
（
第
三
）

彼
の
戦
國
の
時
分
に
行
は
れ
た
る
如
き
人
の
國
を
取
る
べ
き
計
策
に
出
で
』

我
子
弟
を
他
へ
養
子
に
遣
る
な
ど
云
ふ
こ
と
は
今
日
は
夢
に
も
見
ざ
る
こ
と

な
る
べ
し
（
第
四
）
彼
の
隠
居
と
云
ふ
一
事
の
如
き
も
畢
寛
甚
だ
天
理
に
稽

は
ず
人
道
に
合
は
ず
而
し
て
最
も
卑
屈
な
り
最
も
獺
惰
な
り
、
何
ん
と
な
れ

ぽ
則
天
の
人
を
造
る
之
れ
に
四
肢
五
官
を
傭
へ
之
れ
に
露
心
鰹
才
を
備
へ
其

れ
を
し
て
成
る
丈
け
活
動
せ
し
む
る
謬
な
れ
ぱ
人
た
る
者
に
し
て
己
れ
未
だ

全
く
に
朽
塵
し
た
る
に
も
あ
ら
ず
猫
ほ
幾
分
に
て
も
爲
す
こ
と
有
る
の
身
心

を
抱
き
な
が
ら
自
か
ら
世
事
を
拠
つ
て
隠
居
す
る
こ
と
は
甚
だ
謂
れ
無
き
こ

と
な
れ
ば
な
り
、
左
れ
ば
こ
そ
此
事
の
如
き
も
今
日
は
早
く
已
に
一
掃
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
℃
）

き
筈
な
れ
、
果
し
て
然
れ
ば
奮
來
之
れ
が
爲
め
に
養
子
を
催
が
さ
れ
た
る
事

情
の
如
き
は
今
日
は
既
に
滑
除
し
た
り
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
年
九
月
十
六
日
）

六
五

（
山
ハ
〇
一
二
）



　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
艶
子
論

　
唯
り
組
先
を
祭
る
の
風
脅
の
如
ぎ
は
昔
日
と
錐
も
今
日
と
雛
も
未
た
大
に

攣
換
し
た
り
と
云
ふ
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
是
れ
も
其
人
が
崇
尚
す
る
所
の
道

徳
の
立
て
方
、
共
人
が
信
仰
す
る
所
の
宗
教
の
教
へ
方
に
よ
り
て
大
に
其
思

想
に
奥
易
を
來
た
す
こ
と
も
あ
る
べ
け
れ
ば
此
一
事
に
就
て
も
入
に
よ
り
て

は
大
に
昔
日
と
趣
を
異
に
す
る
者
あ
る
べ
し
、
吾
輩
を
以
て
之
を
考
ふ
る
と

錐
も
人
た
る
者
に
し
て
資
子
な
き
に
當
り
養
子
を
爲
し
て
な
り
と
も
租
先
の

祀
を
絶
た
ざ
る
や
う
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
は
解
す
べ
か
ら
ざ
る
事
と

信
ず
る
な
り
、
況
ん
や
箪
に
家
柄
を
重
ん
ず
る
と
か
軍
に
血
統
を
愛
す
る
と

か
云
ふ
が
爲
め
に
實
子
な
き
者
必
し
も
餐
子
を
爲
さ
讐
る
ぺ
か
ら
ず
と
云
ふ

は
決
し
て
道
理
を
尊
ぶ
者
の
爲
さ
封
る
所
な
る
べ
し

　
且
又
日
本
に
限
る
事
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
或
は
自
分
の
愛
好
す
る
入
に
英

財
産
を
譲
與
す
る
の
望
み
を
達
せ
ん
と
す
る
よ
り
養
子
を
爲
す
者
も
あ
れ
ど

も
此
の
如
き
希
望
は
養
子
を
爲
す
に
非
ざ
る
も
他
に
其
便
法
あ
る
へ
き
な

り
、
ペ
リ
ユ
ー
ム
氏
の
論
す
る
所
に
目
く
「
蓋
し
養
子
を
以
て
己
れ
の
愛
す

る
人
に
其
財
壼
を
濃
る
の
望
み
に
縢
す
る
者
と
せ
ん
乎
斯
く
も
濫
珊
に
惇
り

し
迂
遽
の
方
法
を
用
ふ
る
を
要
せ
ず
而
し
て
遺
囑
の
方
法
以
て
之
を
行
ふ
て

可
な
ら
ん
の
み
」
と
或
は
養
子
を
以
て
子
孫
な
き
者
を
し
て
子
孫
を
有
す
る

の
榮
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
が
爲
め
な
り
と
云
ふ
者
も
無
き
に
あ
ら
ざ
る
べ

し
、
而
し
て
是
の
事
の
如
き
も
吾
輩
の
決
し
て
取
ら
ざ
る
所
な
り

　
我
日
本
の
如
き
國
と
錐
も
時
世
の
攣
遷
、
制
度
の
改
革
等
に
よ
り
て
養
子

の
必
要
を
失
ひ
た
る
こ
と
は
以
上
に
読
述
す
る
所
を
以
て
大
略
之
を
知
る
に

足
る
べ
し
、
而
し
て
吾
輩
は
猶
之
を
天
地
に
考
ふ
る
も
未
だ
養
子
の
天
理
に

構
ひ
人
道
に
合
ふ
こ
と
を
認
む
る
能
は
ざ
る
な
り
、
菅
に
然
る
の
み
に
あ
ら

ず
、
此
風
脅
を
し
て
甚
だ
蔓
延
せ
し
む
る
に
於
て
は
或
は
人
を
し
て
僥
倖
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
六
〇
四
）

を
襲
せ
し
め
或
は
婚
姻
の
制
度
を
害
す
る
に
至
る
等
の
こ
と
あ
る
べ
し
、
何

を
か
儲
倖
心
を
護
せ
し
む
る
と
云
ふ
乎
、
人
の
子
弟
た
る
者
自
か
ら
辛
苦
し

て
財
産
を
作
り
立
身
の
工
夫
を
爲
さ
ん
よ
り
も
寧
ろ
善
き
向
露
へ
養
子
に
挫

く
の
簡
便
な
る
に
若
か
ず
と
爲
し
汲
々
と
し
て
之
を
捜
索
す
る
に
至
る
こ
と

あ
れ
ば
な
り
、
何
を
か
婚
姻
の
制
度
を
害
す
る
と
云
ふ
乎
、
ム
ー
ル
ロ
ソ
氏

の
所
論
に
日
く
「
養
子
を
爲
す
の
事
は
未
だ
曾
て
婚
姻
を
行
は
ざ
る
渚
に
嫡

出
の
父
た
る
利
釜
を
得
せ
し
む
る
に
因
り
若
し
容
易
に
之
を
爲
す
を
得
べ
き

と
き
は
蓋
し
婚
姻
の
制
度
を
破
壊
す
る
に
至
る
べ
し
」
云
々
と
英
他
直
ち
に

養
子
其
物
の
弊
害
と
構
す
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
も
戴
に
餐
子
の
事
あ
る
壮
會

と
某
之
れ
無
き
吐
會
と
に
於
て
は
左
の
如
き
不
同
の
結
果
を
生
す
べ
し
、
蓋

し
其
世
に
於
て
養
子
の
風
習
な
し
と
せ
ん
乎
人
た
る
者
死
す
る
に
當
て
財
産

を
譲
る
べ
き
嫡
子
無
け
れ
ば
之
を
甦
會
に
投
ず
る
の
決
心
を
爲
し
易
き
な

り
、
然
れ
ど
も
養
子
の
風
習
あ
る
に
於
て
は
適
ま
財
窟
を
譲
る
べ
き
賞
子
な

き
も
更
ら
に
養
子
を
爲
し
て
之
れ
に
其
財
産
を
譲
る
の
こ
と
と
爲
る
な
り
、

枇
會
の
爲
め
に
之
れ
を
考
ふ
れ
ば
養
子
な
ぎ
を
こ
そ
望
む
べ
け
れ
、
我
が
東

洋
の
如
く
世
の
人
た
る
者
に
し
て
公
共
の
精
騨
に
乏
し
く
批
會
を
愛
す
る
の

義
心
に
薄
く
寧
ろ
家
を
以
て
人
の
爲
め
の
家
な
り
と
せ
ん
よ
り
も
人
を
以
て

家
の
爲
め
の
人
と
な
し
、
徒
ら
に
財
を
積
ん
で
子
孫
に
遺
す
こ
と
を
知
り
て

之
を
公
利
の
爲
め
に
義
措
す
る
を
知
ら
ざ
る
や
う
の
有
檬
あ
る
國
露
に
就
て

は
最
も
養
子
の
行
は
る
』
こ
と
を
望
ま
ざ
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
年
九
月
十
七
日
）

　
我
が
日
本
の
如
き
は
古
來
養
子
の
風
脅
甚
だ
蔓
延
し
て
其
事
の
世
に
行
は

る
』
頗
る
多
き
に
も
拘
は
ら
ず
、
之
を
法
律
上
に
察
す
る
と
き
は
今
日
に
至

り
て
も
其
規
則
極
め
て
疎
略
に
し
て
絶
え
て
之
を
制
限
す
る
に
足
る
も
の
な



き
が
似
し
、
養
子
に
就
て
主
た
る
規
則
と
云
は
茸
明
治
六
年
一
月
を
以
て
布

告
せ
ら
れ
た
る

　
自
今
華
士
族
準
昆
互
に
養
子
坂
組
不
苦
候
事

乏
の
令
あ
る
の
み
に
て
、
他
に
腺
唯
た
其
養
子
の
相
績
に
關
し
或
は
某
事
の

手
績
に
關
し
多
少
の
規
則
あ
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
、
但
し
我
國
と
難
も
追
て

民
法
の
編
纂
あ
る
に
至
れ
ば
随
つ
て
餐
子
の
事
も
亦
嚴
密
の
條
項
を
置
か
る

る
に
こ
そ
相
蓮
な
か
る
べ
け
れ
、
吾
輩
は
今
日
に
當
り
暴
か
に
養
子
を
嚴
禁

す
る
の
法
律
を
設
く
べ
し
と
云
ふ
に
あ
ら
す
、
然
れ
ど
も
法
律
に
於
て
之
を

是
む
る
以
上
は
成
る
べ
く
之
を
制
限
す
る
の
可
な
る
を
信
す
る
な
り

　
曰
く
然
ら
ば
之
を
制
限
す
る
に
は
果
し
て
如
何
な
る
條
件
を
以
て
す
べ
き

乎
、
吾
輩
は
今
此
篇
に
於
て
詳
細
に
意
見
を
開
陳
す
る
に
は
蓬
あ
ら
す
と
錐

も
彼
の
佛
國
な
ど
の
民
法
に
も
定
む
る
如
く
養
親
た
る
べ
き
者
の
年
令
に
制

限
を
設
く
る
事
、
養
子
を
爲
す
に
は
其
當
時
實
子
あ
る
こ
と
な
く
及
び
他
の

卑
燭
親
を
脊
せ
ざ
る
者
に
限
る
と
す
る
事
、
養
親
と
爲
る
べ
き
者
は
餐
子
と

爲
る
べ
き
者
よ
り
も
十
五
年
以
上
の
年
長
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
と
す
る
事
、

餐
子
と
爲
る
べ
き
者
は
必
す
丁
年
に
達
す
る
者
た
ら
さ
る
べ
か
ら
す
と
す
る

事
、
な
ど
は
尤
も
其
先
な
る
も
の
と
信
す
る
な
り
、
抑
も
養
子
を
爲
す
の
趣

意
は
其
之
を
爲
す
者
に
於
て
各
多
少
の
差
異
な
き
に
あ
ら
す
と
盤
も
之
を
要

す
る
に
老
て
子
な
き
者
の
爲
め
に
す
る
こ
と
な
れ
は
其
未
だ
老
年
に
も
及
は

さ
る
に
當
て
早
く
も
養
子
を
爲
す
と
云
ふ
は
不
都
合
な
り
叉
其
人
農
の
強
弱

健
不
健
は
各
其
人
に
よ
り
て
不
同
な
き
に
あ
ら
さ
る
も
概
し
て
未
だ
知
命
を

も
過
ぎ
さ
る
間
に
於
て
は
猶
ほ
能
く
子
を
撃
ぐ
る
の
望
な
き
に
あ
ら
さ
れ
ば

未
だ
此
魔
を
過
ぎ
ざ
る
ほ
ど
の
者
に
養
子
を
許
す
は
不
可
な
り
、
而
し
て
佛

國
の
如
き
に
在
て
は
若
し
も
年
令
に
制
限
を
置
か
ざ
れ
ぱ
民
人
た
る
者
或
は

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

結
婚
を
進
く
る
の
弊
な
き
に
も
あ
ら
ざ
る
を
恐
る
』
な
り
佛
國
に
在
て
其
年

令
を
限
り
必
ず
五
十
歳
以
上
た
る
べ
き
事
と
爲
し
た
る
も
宜
べ
な
り
と
謂
ふ

べ
し
年
齢
に
制
限
を
設
く
る
は
甚
だ
當
然
の
こ
と
ム
信
ず
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
年
九
月
十
八
日
）

　
元
來
餐
子
の
事
た
る
天
地
自
然
の
蓮
理
に
本
づ
く
に
あ
ら
ず
し
て
而
し
て

禦
に
餐
姦
手
る
犠
た
る
の
み
然
ら
箋
人
モ
て
眞
養
蓄

無
く
他
の
卑
燭
親
も
欝
れ
ば
こ
そ
之
を
爲
す
こ
と
な
れ
ど
も
筍
も
子
孫
の

在
る
有
れ
ば
決
し
て
餐
子
を
爲
す
こ
と
を
宴
せ
ざ
る
な
り
、
彼
の
封
建
の
時

代
に
當
て
は
随
分
實
子
の
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
養
子
を
爲
し
た
る
渚
も
有
り

し
な
り
、
其
托
言
す
る
所
に
日
ふ
實
子
莱
は
病
氣
あ
り
て
公
務
に
堪
え
ず
と
、

暴
寛
士
族
に
於
て
は
君
へ
封
し
て
御
奉
公
を
す
る
の
動
め
あ
り
し
ゆ
え
に
爾

か
く
托
言
す
る
こ
と
も
有
り
つ
れ
、
今
日
に
在
り
て
は
右
の
如
き
托
言
を
以

て
せ
ん
と
す
る
も
由
な
き
な
り

　
夫
れ
養
子
の
事
た
る
は
入
意
に
出
づ
る
に
相
違
な
し
と
錐
も
筍
も
粟
一
を

以
て
親
と
爲
し
其
一
を
以
て
子
と
爲
す
以
上
に
は
其
年
齢
の
差
に
於
て
も
大

抵
天
然
な
る
親
子
を
比
準
に
取
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
べ
し
、
而
し
て
天
然
の
親

子
に
於
て
は
凡
そ
其
年
齢
に
十
五
以
上
の
差
あ
る
を
常
と
す
る
な
り
然
る
む

養
親
と
養
子
と
の
間
に
於
て
其
年
齢
に
十
五
以
上
の
差
も
な
き
こ
と
は
不
都

合
に
非
ざ
る
を
得
ん
や

　
他
人
の
爲
め
に
養
子
と
せ
ら
る
』
は
必
し
も
不
利
釜
と
極
り
た
る
に
あ
ら

ず
然
れ
と
も
叉
必
す
利
釜
と
極
り
た
る
に
あ
ら
ず
養
親
の
家
柄
人
柄
に
よ
り

て
は
利
釜
を
感
ず
る
も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
頗
る
不
利
釜
を
感
ず
る
も
あ
る
べ

し
、
左
れ
ぱ
養
子
と
爲
る
に
は
已
に
丁
年
に
達
し
一
通
り
思
慮
分
別
の
付
き

た
る
上
に
て
之
を
爲
す
に
非
ざ
れ
ば
不
可
な
り
、
佛
國
に
於
て
は
餐
親
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
六
〇
置
）



　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
諭

べ
き
者
に
要
す
る
條
件
中
に
更
に
「
悪
名
な
き
事
」
と
の
一
則
を
加
へ
あ
る

こ
と
な
れ
ぱ
縦
ひ
未
丁
年
者
に
し
て
其
親
の
爲
め
に
他
へ
養
、
子
に
遣
ら
る
』

こ
と
あ
り
と
す
る
も
必
し
も
全
く
に
悪
名
あ
る
人
の
養
子
と
せ
ら
る
ム
こ
と

は
無
か
る
べ
け
れ
ど
も
若
し
も
果
し
て
然
る
が
如
き
こ
と
の
有
ら
ん
に
は
其

他
に
於
て
如
何
な
る
事
情
に
よ
り
て
如
何
な
る
家
に
遣
ら
る
』
か
決
し
て
測

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
故
に
之
を
保
護
せ
ん
と
す
れ
ば
丁
年
に
達
す
る
者
た

る
べ
き
の
條
項
を
設
く
る
こ
と
の
已
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り

　
右
等
の
個
條
の
外
に
於
て
も
或
は
養
親
と
爲
る
べ
き
者
に
し
て
配
偶
者
あ

る
と
き
は
印
其
酎
偶
渚
の
承
諾
を
得
る
を
要
す
る
が
如
き
或
は
養
親
と
爲
る

べ
ぎ
考
は
其
養
子
と
爲
る
べ
き
者
の
幼
年
中
六
年
聞
絶
え
ず
之
を
資
助
照
管

し
た
る
の
事
實
あ
る
を
要
す
る
が
如
き
、
養
子
と
爲
る
べ
き
者
は
他
の
養
子

に
非
さ
る
者
に
限
る
が
如
き
、
若
し
二
十
五
歳
以
下
た
る
に
於
て
は
其
俊
父

母
の
許
諾
を
得
べ
く
二
十
五
歳
以
上
た
る
と
き
は
其
意
見
を
問
ふ
べ
き
事
と

の
條
項
を
設
く
る
が
如
き
は
敦
れ
も
参
酌
す
べ
き
こ
と
と
信
ず
る
な
り
、
然

れ
ど
も
餐
子
の
事
の
如
き
は
自
か
ら
纏
騰
の
親
族
珠
と
相
關
係
す
る
次
第
な

れ
ぱ
之
を
詳
論
せ
ん
と
す
れ
ば
随
て
親
族
法
総
盟
を
ま
で
通
考
し
置
か
ざ
る

べ
か
ら
ず
、
壼
に
そ
れ
容
易
の
事
な
ら
ん
や

　
　
然
れ
ど
も
餐
子
の
事
た
る
は
已
に
教
日
の
紙
上
を
以
て
論
述
し
た
る
が
如

く
決
し
て
道
理
に
憾
ふ
た
る
認
に
あ
ら
ざ
れ
ば
批
會
の
人
々
に
在
て
は
成
る

　
べ
く
餐
子
の
風
脅
を
棄
て
ん
こ
と
吾
輩
の
大
に
希
望
す
る
所
な
り

植木は、

「
養
子
論
」
を
公
け
に
し
た
二
年
後
の
明
治
二
十
二
年
八
月
、
「
國

民
之
即
“
誌
上
に
「
如
何
な
る
民
荘
を
制
定
す
可
亀
職
」
と
題
す
る
論
説
を
寄

稿
し
、
民
法
に
お
い
て
彼
の
持
論
の
實
現
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
し
た
が
、
そ
の

中
で
、
『
子
な
け
れ
ぽ
則
養
子
を
爲
し
て
家
督
を
之
れ
に
譲
り
、
己
れ
遁
る
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ハ
八
　
　
　
　
　
（
山
ハ
0
山
ハ
）

隠
居
の
魔
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
、
何
ん
ぞ
其
の
天
命
を
閂
す
る
こ
と
の
甚
し
き

や
」
「
今
月
を
以
て
民
法
を
制
定
す
る
者
は
最
も
右
等
の
弊
害
に
注
意
」
す
る
必

要
が
あ
る
、
と
論
じ
、
こ
こ
で
も
養
子
の
随
習
た
る
ゆ
え
ん
を
指
摘
し
て
い
る

こ
と
に
注
意
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
戸
主
麦
配
下
の
家
父
長
家
族
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

の
解
盟
」
こ
そ
、
彼
り
「
維
極
の
ね
ら
い
」
で
あ
つ
た
か
ら
、
「
塚
距
吻
制
度
に

由
來
す
る
餐
子
制
度
に
反
封
し
た
の
は
、
當
然
の
結
果
で
あ
つ
た
ろ
う
。

　
（
ユ
）
　
明
治
二
十
年
六
月
六
日
付
「
時
事
新
報
」
参
照
。

　
（
2
）
　
二
十
年
九
月
三
日
よ
り
同
月
十
八
日
ま
で
、
，
十
一
同
に
わ
た
つ
て
遮

　
　
載
さ
れ
た
長
丈
の
も
の
で
あ
る
。

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

　冬

全
集
第
二
巻
一
五
八
頁
以
下
（
大
正
一
五
年
）

　
る
。

（
8
）
　
徳
富
蘇
峰
の
主
宰
に
敬
り
、
明
治
二
十
年
二
月
に
創
刊
さ
れ
た
。
嚴

　
刊
三
十
一
年
八
月
。
家
永
三
郎
「
國
民
之
友
」
文
學
第
二
三
巻
一
貌
三
八

　
頁
以
下
に
詳
細
で
あ
る
。

（
9
）
　
「
國
民
之
友
」
六
〇
號
一
九
頁
以
下
（
二
二
年
八
月
）
、
六
一
號
一
匠

　
頁
以
下
（
同
年
九
月
）
。
な
お
、
本
誌
前
號
七
一
頁
滲
照
。

（
恥
）
　
前
揚
「
革
命
思
想
の
先
雁
者
」
一
五
七
頁
。

（
1
1
）
　
明
治
九
年
に
、
新
聞
紙
上
に
お
い
て
養
子
論
雫
の
行
わ
れ
た
こ
ろ
、

　
植
木
は
東
京
に
い
た
。
し
た
が
つ
て
、
「
東
京
日
日
新
聞
」
「
郵
便
報
知
新

本
誌
前
號
六
六
頁
以
下
。

家
永
三
郎
「
革
命
思
想
の
先
駆
者
」
六
三
頁
（
昭
和
三
〇
年
）
。

前
掲
書
・
五
三
頁
。

前
掲
書
・
五
四
頁
。

こ
の
勲
に
關
し
て
、
横
井
時
冬
「
日
本
不
動
産
法
沼
革
史
」
横
井
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
興
味
あ
る
記
蓮
が
あ



聞
」
の
養
子
反
封
諭
を
彼
は
知
つ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
彼
の
投
書
「
猿
人

政
府
」
が
「
郵
便
報
知
」
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ

る
。
本
稿
・
六
三
頁
・
髄
（
π
）
滲
照
。

五

三
鞭
鰍
鰯
雛
唾
難
壌
総
熱
難
畷
転
蝶
磯
罐
醐
謹

「
養
子
論
」
を
掲
げ
た
。

　
こ
の
論
説
は
、
「
古
今
諸
國
昌
養
子
ノ
制
ノ
行
ハ
レ
タ
例
ヲ
掲
ゲ
、
次
昌
其
規

則
及
ビ
其
制
ノ
行
ハ
レ
タ
理
由
等
ヲ
述
べ
」
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
養
子
制
度

そ
の
も
の
の
是
非
に
は
直
接
謁
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
先
ず
「
古
今
養
子

ノ
制
ノ
行
ハ
レ
タ
例
」
を
あ
げ
た
後
、
各
國
に
お
け
る
養
子
制
度
の
内
容
に
つ

き
詳
論
し
て
い
る
が
、
彼
が
最
後
に
、
「
以
上
ハ
養
子
ノ
制
ハ
特
リ
日
本
二
而
已

行
ハ
レ
タ
渚
デ
ハ
御
座
イ
マ
セ
ズ
シ
テ
、
古
今
外
國
ニ
モ
多
ク
行
ハ
レ
マ
シ
タ

モ
ノ
昌
テ
、
未
開
入
ノ
中
ニ
ハ
少
シ
モ
珍
敷
ク
御
座
《
マ
セ
ソ
コ
ト
ヲ
謹
明
ス

ル
爲
昌
柳
力
述
ベ
マ
シ
タ
モ
ノ
デ
…
…
其
謹
撮
ニ
ナ
リ
マ
ス
…
…
ナ
ラ
バ
誠
昌

溌
バ
シ
イ
コ
ト
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
こ
れ
を
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
定

す
る
と
、
彼
の
所
説
は
、
わ
が
國
に
お
け
る
養
子
制
度
の
存
置
が
前
提
と
な
つ

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
明
治
十
三
年
の
「
交
駒
難
誌
」
上
に
お
け
る
逡
産
分
割
相
綾
論
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
ご
十
一
一
年
に
い
た
り
同
誌
は
、
そ
の
第
三

享
騒
．
第
三
草
九
婆
よ
び
簗
亘
王
號
に
、
霧
鷲
．
蓄

徳
太
郎
の
「
相
績
法
改
め
ざ
る
可
ら
ず
」
を
蓮
載
し
て
い
る
。
井
出
の
説
く
と

こ
ろ
は
、
長
子
輩
掲
相
績
へ
の
批
到
と
、
相
績
法
改
革
の
一
試
案
の
提
起
な
の

　
　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
論

で
あ
る
が
、
こ
の
奮
慣
の
生
じ
た
原
因
に
養
子
制
度
を
あ
げ
て
い
る
織
が
注
潅

を
ひ
く
で
あ
ろ
う
。

彼
は
、
「
我
國
の
相
績
法
を
観
察
す
る
に
古
來
入
の
財
産
を
相
績
す
る
も
の

は
長
男
に
限
り
次
三
男
或
は
長
女
の
之
を
享
有
す
る
こ
と
は
至
て
稀
れ
な
り
印

ち
財
産
相
綾
者
は
長
男
を
以
て
正
則
と
し
次
三
男
若
し
く
は
長
女
以
下
の
者
を

以
て
す
る
を
一
種
墜
則
の
場
合
と
定
め
た
る
は
古
來
我
國
一
般
の
風
習
な
り
」

と
述
べ
た
後
、

　
　
蓋
し
我
國
に
長
子
相
績
法
の
行
は
る
』
起
因
を
尋
ぬ
る
に
思
ふ
に
古
來
の

　
習
慣
よ
り
生
せ
し
こ
と
な
ら
ん
而
し
て
共
脅
慣
絃
決
し
て
一
に
非
ら
ず
と
錐

　
ど
も
其
重
も
な
る
も
の
は
養
子
法
な
る
可
し
と
信
ず
抑
も
養
子
法
は
世
人
の

　
能
く
知
る
如
く
宗
祉
を
大
切
に
し
て
一
家
臨
絶
の
患
を
除
く
一
大
便
法
な
り

　
…
…
此
養
子
法
は
實
家
に
取
て
も
叉
養
家
に
於
て
も
双
方
共
に
入
丈
開
け
ざ

　
る
時
に
當
り
其
利
釜
幸
輻
を
壇
進
し
た
る
こ
と
賞
に
大
な
り
と
最
ふ
可
し
古

　
來
我
國
に
長
子
相
績
法
の
行
は
れ
て
批
會
の
秩
序
を
飢
さ
ず
一
家
の
波
瀾
を

　
生
ぜ
し
こ
と
な
き
も
亦
た
故
あ
り
と
云
ふ
可
し
左
れ
ど
古
來
我
國
に
行
は
れ

　
て
大
な
る
弊
害
を
見
ざ
り
し
此
長
子
相
績
法
も
今
や
漸
く
英
弊
害
を
見
ん
と

す
睾
鯨
り

と
し
、
「
今
の
家
督
相
績
法
よ
り
起
る
弊
害
は
將
來
・
“
…
其
勢
を
増
」
す
ゆ
え
ん

を
究
明
し
、
「
假
令
ひ
古
來
の
薦
慣
と
錐
ど
も
相
績
法
の
如
き
惑
風
は
之
を
破

つ
て
…
…
次
三
男
の
者
迄
に
も
財
産
を
分
配
す
可
き
道
理
」
を
読
く
の
で
あ
る
。

か
く
て
彼
は
、
家
名
相
績
と
財
塵
相
績
の
並
行
的
な
相
績
法
を
提
案
す
る
の
で

あ
る
が
、
最
後
に
、

　
　
今
の
相
績
法
の
瑳
生
せ
し
一
大
原
因
と
云
ふ
可
き
養
子
法
は
世
の
批
年
輩

　
の
大
に
厭
悪
す
る
所
と
な
り
し
故
に
今
の
相
績
法
は
世
に
必
要
を
失
ひ
し
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
本
　
　
　
（
六
〇
七
）



　
　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
諭

　
み
な
ら
ず
不
琢
獅
立
の
説
及
び
自
由
同
等
論
の
盛
ん
な
る
今
日
に
在
て
は
世

　
に
豊
毒
を
流
す
の
恐
れ
あ
り

と
記
し
て
い
る
の
は
、
養
子
反
封
論
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
彼
の
い
う
「
養
子
法
は
世
の
牡
年
輩
の
大
に
凋
憾
す
る
所
と
な
り
」
云
々
は
、

明
治
十
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
小
野
梓
の
「
民
法
之
骨
」
や
、
さ
き
に
紹
介
も
た

編
灘
の
「
日
本
婦
入
論
」
に
お
け
る
所
論
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の

養
子
論
を
ふ
く
め
た
長
子
相
綾
制
へ
の
批
到
は
、
そ
の
主
張
が
き
わ
め
て
微
温

的
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
明
治
十
九
年
、
す
で
に
「
長
子
相
績
法
た
る
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

全
く
封
建
の
逡
物
な
り
、
戦
國
の
蝕
垢
な
り
」
と
断
じ
、
さ
ら
に
こ
の
井
出
の

論
読
に
お
く
れ
る
こ
と
牛
年
ほ
ど
し
て
「
長
子
相
績
は
…
…
封
建
の
胎
内
よ
り

生
れ
來
り
た
る
も
の
な
り
」
『
吾
輩
は
鐵
槌
を
揮
つ
て
彼
れ
の
頭
上
に
一
撃
を

與
へ
ん
と
欲
す
」
「
分
派
相
緻
を
採
用
せ
ん
こ
と
を
吾
輩
は
請
願
せ
ざ
る
こ
と

能
は
ず
」
「
是
れ
賞
に
相
績
の
本
意
に
溺
ふ
も
の
な
れ
ば
な
り
…
…
蔵
會
の
眞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

釜
と
爲
る
も
の
な
れ
ば
な
り
」
と
論
じ
た
植
木
枝
盛
の
見
解
と
く
ら
べ
て
み
る

と
き
、
編
澤
の
影
響
下
に
あ
つ
た
交
訥
吐
の
一
員
の
言
説
と
し
て
磯
む
し
ろ

意
外
な
感
す
ら
與
え
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
》

　
翌
明
治
二
十
三
年
は
、
奮
民
法
が
公
布
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
民
法
典
論
雫
の
結
果
、
途
に
陽
の
目
を
み
る
こ
と
な
く
葬
ら
れ
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
セ
　
　
う

は
あ
つ
た
が
、
明
治
初
期
の
布
告
法
と
明
治
民
法
と
の
中
間
に
あ
つ
て
重
要
な

地
位
を
占
め
て
い
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
奮
民
法
の
養
子
制
度
に
つ
い

て
は
、
最
近
、
手
塚
激
授
が
「
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

子
制
度
ー
そ
の
生
成
と
機
糖
ー
」
な
る
貴
重
な
論
考
を
公
け
に
さ
れ
、
綿

密
な
吟
味
の
も
と
に
研
究
を
進
め
て
お
ら
れ
る
の
で
、
詳
細
は
こ
れ
に
ゆ
ず
る

こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
（
六
〇
八
）

　
こ
の
奮
民
法
人
事
編
に
お
け
る
養
子
の
規
定
が
、
荘
典
の
公
右
に
よ
つ
て
、

當
時
の
法
學
者
に
か
な
り
の
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
で
あ
ろ
、
）
こ
と
は
容
易
に
想

撃
き
る
三
＋
翠
「
叢
蒙
暴
百
二
＋
七
羅
男
葎
霧
の

學
生
で
あ
つ
た
佐
々
木
忠
藏
が
「
抑
モ
我
國
昌
於
テ
養
子
制
度
ノ
存
ス
ル
ハ
主

ト
シ
テ
租
先
ノ
祭
祀
ヲ
絶
タ
ザ
ル
ト
、
家
名
ノ
断
絶
ヲ
防
グ
ト
、
父
母
老
朽
退

隠
後
奉
和
二
生
涯
ヲ
逡
ク
ル
ト
ノ
三
理
由
二
基
キ
タ
ル
渚
ナ
リ
」
と
し
て
牽
直

曝
子
を
麿
め
た
の
は
、
そ
の
一
例
恵
わ
れ
る
夢
鐸
の
「
泉
嚢

禦
誌
走
羅
嚢
た
暴
子
製
の
得
袋
論
攣
」
緕
ら
か
に
欝

法
の
趣
旨
を
支
持
し
、
餐
子
制
度
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
執
筆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

が
明
瞭
で
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。

　
こ
れ
は
先
ず
、
「
余
、
『
民
法
之
骨
』
を
見
る
、
中
、
養
子
の
弊
を
痛
撃
す
る

も
の
あ
り
」
と
述
ベ
ボ
嚢
の
騒
を
鉛
し
た
後
・
「
そ
の
論
・
裂
そ
の

理
、
妄
、
乗
ず
べ
き
の
瑳
縢
は
一
二
に
止
ま
ら
ず
」
と
し
て
、
次
の
三
貼
を
掲

げ
て
い
る
。

　
　
一
　
先
づ
家
の
風
格
の
破
る
可
ら
ざ
る
、
父
母
の
氣
色
の
傷
ふ
可
ら
ざ
る
、

　
昏
定
農
省
の
禮
を
峡
く
可
か
ら
ざ
る
は
、
養
子
養
家
に
於
て
然
る
の
み
な
ら

　
ず
、
實
子
實
家
に
於
て
亦
た
然
ら
さ
る
を
得
ざ
る
が
故
に
、
之
を
以
て
養
子

　
の
弊
に
露
す
る
は
酷
な
り

　
　
二
　
次
に
子
の
進
退
動
作
に
就
き
、
或
ひ
は
之
を
許
し
、
或
ひ
は
之
を
禁

　
し
、
以
て
適
宜
に
其
監
督
を
行
ふ
は
父
母
の
櫨
利
、
叉
英
義
務
た
り
、
子
は

　
之
に
因
て
以
て
善
良
に
護
蓮
し
、
之
に
因
て
無
事
に
成
長
す
、
之
を
以
て
各

　
國
の
法
制
、
父
母
に
此
の
構
利
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
も
の
な
し
、
而

　
し
て
養
父
養
母
は
、
實
父
實
母
に
替
り
て
子
の
監
督
を
爲
す
も
の
な
る
が
故

　
に
、
之
に
養
子
の
進
退
動
作
を
許
否
せ
し
む
る
は
當
然
の
事
の
み
、
而
し
て



養
子
は
之
か
爲
に
毫
も
自
由
を
減
殺
せ
ら
る
嵩
こ
と
な
し
、
養
父
餐
母
に
子

の
監
督
を
委
す
る
よ
り
生
ず
る
の
弊
、
知
ら
ず
那
の
邊
に
か
存
す
る
、
然
れ

ど
も
論
者
の
所
謂
自
由
と
は
、
放
維
專
恣
、
毫
も
他
入
の
拘
束
を
受
け
ざ
る

の
謂
か
、
然
れ
ぱ
則
ち
是
れ
養
子
の
本
來
（
郎
ち
寅
家
に
於
て
も
）
有
せ
ざ

る
所
、
凋
り
餐
家
に
於
て
之
を
有
す
べ
き
筈
な
し

　
　
固
よ
り
養
父
餐
母
の
抑
制
、
却
て
養
子
の
善
良
な
る
希
望
を
妨
ぐ
る
こ
と

あ
る
へ
き
も
、
是
れ
實
父
母
に
在
て
も
菟
か
る
べ
か
ら
さ
る
所
、
而
し
て
弱

貼
多
き
人
間
に
於
て
は
必
無
を
期
す
べ
か
ら
ず
、
畳
に
之
を
以
て
の
故
に
、

養
子
の
制
度
の
禁
止
を
主
唱
す
べ
け
ん
や

　
　
三
　
養
子
の
四
人
の
父
母
を
戴
き
、
爾
家
の
兄
弟
姉
妹
を
有
す
る
に
至
る

　
は
眞
と
に
然
り
、
然
れ
ど
も
、
是
れ
亦
た
以
て
餐
子
の
制
度
を
攻
撃
す
る
の

費
料
た
る
べ
か
ら
ず
、
蓋
し
養
子
は
、
常
に
四
人
の
父
母
に
奉
養
せ
ざ
る
べ

　
か
ら
ざ
る
者
に
あ
ら
ず
、
叉
爾
家
の
兄
弟
姉
妹
を
救
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者

　
に
あ
ら
ず
、
且
つ
此
の
如
き
は
稀
れ
に
有
る
所
、
焉
ん
ぞ
以
て
常
理
す
る
に

足
ら
ん
や
、
縦
し
之
を
以
て
常
に
存
す
る
事
賞
と
す
る
も
、
一
は
則
ち
天
賦

　
自
然
の
憎
、
骨
肉
牽
聯
の
愛
、
之
に
奉
じ
、
之
を
救
ふ
鳳
固
よ
り
英
常
、
而

し
て
他
は
則
ち
小
少
鞠
育
の
恩
、
學
資
給
輿
の
惑
、
之
に
酬
へ
之
を
濟
ふ
べ

き
は
素
よ
り
冒
を
須
た
ず
、
然
れ
は
則
ち
、
養
子
の
一
身
爾
家
を
支
へ
ざ
る

　
ぺ
か
ら
す
と
す
る
も
、
別
に
之
を
過
重
な
り
と
い
ふ
を
得
ざ
る
な
り
、
之
を

　
要
す
る
に
、
論
者
の
論
の
如
き
幡
、
償
り
て
返
さ
ざ
る
を
至
當
な
り
と
す
る

　
に
異
な
ら
ず
、
妄
に
あ
ら
す
し
て
何
ぞ

　
以
上
の
よ
う
に
記
し
て
「
民
法
之
骨
」
の
論
旨
に
反
駁
し
．
最
後
に
、
「
故
に

余
は
、
民
法
の
制
定
者
が
、
養
子
の
制
度
を
保
存
せ
る
を
嘉
す
」
と
結
ん
で
、

奮
民
法
の
立
場
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
明
治
前
褥
朗
に
お
け
る
養
子
諭

　
最
後
に
、
三
好
遙
藏
の
養
子
反
封
論
に
つ
い
て
若
干
し
る
し
て
お
き
た
い
。

さ
き
に
あ
げ
た
小
野
梓
の
「
民
法
之
骨
」
に
お
い
て
、
彼
が
読
い
た
餐
子
塵
止

論
に
つ
い
て
は
、
青
山
数
授
の
紹
介
に
よ
り
そ
の
内
容
ぱ
早
く
か
ら
知
ら
れ
て

　
　
　
　
　
籏
）

い
た
の
で
あ
る
が
、
手
塚
教
授
は
、
そ
の
「
養
子
の
弊
を
論
ず
」
の
章
が
大
部

分
を
小
野
の
友
人
で
あ
つ
た
三
好
の
言
秦
㊧
引
用
に
よ
つ
て
い
る
こ
と
に
着
眼

さ
れ
．
「
三
好
の
言
と
い
う
の
は
、
彼
が
ど
こ
か
ゆ
灘
誌
に
寄
稿
し
た
文
章
の
一

節
と
思
わ
れ
る
が
…
…
私
は
そ
れ
を
確
か
め
え
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　
最
近
、
筆
者
は
「
共
存
難
誌
」
に
三
好
の
養
子
論
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
知
つ
た
。
そ
れ
は
、
同
誌
第
十
二
筑
（
明
治
八
年
の
登
行
か
）
に
襲
表
さ
れ

た
「
民
事
新
話
第
二
　
養
子
ノ
制
布
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
で
あ
る
。
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

と
は
、
瀬
下
清
通
氏
の
「
共
存
同
衆
の
由
來
」
の
記
事
よ
り
教
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
後
の
探
索
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
は
今
日
ま
で
同
誌
を
披
見

す
る
機
會
を
も
た
な
い
こ
と
を
き
わ
め
て
遺
憾
と
す
る
。
し
か
し
、
年
代
的
に

考
え
て
も
、
小
野
の
引
用
し
た
三
好
の
冒
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
共
存
難
誌
」

に
お
け
る
論
説
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
推
定
に
誤

り
が
な
け
れ
ば
、
手
塚
教
授
の
い
わ
れ
る
と
お
り
、
三
好
こ
そ
「
養
子
反
封
論

賊鑛魁襯

讃
魏
構
誘
齢
観
朧
い
、
齢
勲
離

で
、
三
好
が
「
自
己
の
十
数
年
前
の
奮
稿
に
手
を
加
え
て
護
表
レ
た
こ
と
は
疑

　
　
　
（
匁
）

い
え
な
い
」
と
漸
定
さ
れ
た
こ
と
に
封
す
る
有
力
な
鐙
櫨
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
こ
の
論
丈
は
、
「
東
洋
學
藝
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
「
日
本
大
家

　
　
論
集
」
第
六
編
六
一
頁
以
下
（
二
〇
年
一
一
月
）
、
第
七
編
七
五
頁
以
下

　
　
（
同
年
一
二
月
）
に
鱒
載
さ
れ
て
い
る
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
（
六
〇
九
）



　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
養
子
諭

　
　
因
み
に
、
「
東
津
學
藝
雑
誌
」
は
、
明
治
十
四
年
十
月
に
、
杉
浦
重
剛
・

　
争
頭
清
臣
ら
を
登
案
者
と
し
、
當
時
の
東
京
大
學
關
係
者
を
中
心
と
し
て

　
嚢
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
o

（
2
）
外
出
正
一
艦
つ
い
て
は
、
鳥
谷
部
春
汀
「
外
山
正
一
」
春
汀
全
集
第

　
二
巻
三
八
七
頁
以
下
（
明
治
四
二
年
）
。
な
お
、
「
明
治
丈
化
全
集
・
自
由

　
民
擢
編
」
解
題
。
三
〇
頁
以
下
（
昭
和
二
年
）
参
照
。

（
3
）
　
井
出
は
、
こ
の
當
時
、
交
詞
肚
の
肚
員
で
あ
つ
た
が
（
「
交
詞
雑
誌
」

　
三
二
五
號
・
姓
名
録
第
一
〇
編
・
二
頁
参
照
）
、
　
こ
の
後
、
「
交
謁
雑
誌
」

　
の
編
輯
人
と
な
つ
た
。
慶
慮
義
塾
出
身
者
で
あ
る
。

（4

）
　
「
交
駒
雑
誌
」
三
一
八
號
二
頁
以
下
（
二
二
年
一
月
）
、
一
一
二
九
號
四

　
貢
以
下
（
同
月
）
、
三
二
一
競
一
頁
以
下
（
同
年
二
月
）
。

（
5
）
　
西
村
眞
次
「
小
野
梓
全
集
」
上
巻
・
九
二
頁
以
下
（
昭
和
一
一
年
）
。

（
6
）
　
植
木
枝
盛
「
兄
弟
論
」
土
陽
新
聞
・
明
治
一
九
年
一
〇
月
一
二
日
付

　
融
説
。
な
お
、
本
誌
前
號
七
一
頁
参
照
。

（
7
）
　
前
掲
「
如
何
な
る
民
法
を
制
定
す
可
き
耶
」
國
民
之
友
六
〇
ー
六
一

　
號
。

（
8
）
　
前
掲
・
拙
稿
「
熊
谷
開
作
著
『
日
本
近
代
法
の
成
立
』
」
七
四
頁
滲
照
。

（
9
）
　
手
塚
豊
「
明
治
ニ
ナ
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
」

　
本
誌
第
二
八
巻
九
ー
一
一
號
・
、
未
完
。

（
m
）
　
佐
々
木
忠
藏
「
民
事
問
題
第
三
十
二
號
解
答
」
法
政
誌
叢
一
二
七
號

　
二
七
頁
以
下
。

（
皿
）
　
「
日
本
之
法
律
」
は
、
大
橋
佐
李
の
創
業
し
た
博
丈
館
よ
り
、
明
治
二

　
十
一
年
二
月
に
創
刊
さ
れ
．
二
十
七
年
十
二
月
に
慶
刊
し
た
。

金
）
「
日
本
之
法
盤
第
四
倦
三
號
六
頁
以
下
（
一
蓋
年
三
3
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
六
一
〇
）

　
　
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
手
塚
論
丈
・
六
三
頁
、
前
掲
幣
我
國
に
於

　
け
る
養
子
制
度
否
認
論
」
七
〇
頁
に
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
記
匙
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ

（
B
）
　
こ
の
論
丈
は
館
読
と
し
て
褐
げ
ら
れ
て
お
り
、
執
筆
者
の
署
名
が
な

　
い
。
あ
る
い
ば
、
編
輯
者
の
宮
川
大
壽
の
筆
で
あ
ろ
う
か
。

（
勲
）
　
註
（
5
）
参
照
。

（
賂
）
　
前
掲
「
我
國
に
於
け
る
餐
子
制
度
否
認
論
」
六
七
頁
以
下
、
．
前
掲
「
我

　
國
に
於
け
る
養
子
反
封
論
に
つ
い
て
」
日
本
家
族
制
度
の
硯
究
・
一
四
一

　
頁
以
下
。

（
超
）
　
手
塚
論
文
・
五
五
頁
。

（
π
）
「
明
治
丈
化
」
第
一
六
巻
七
號
二
匠
頁
以
下
、
八
號
ニ
ニ
頁
以
下
（
昭

　
和
一
八
年
）
。
こ
の
「
明
治
丈
化
」
の
記
事
に
よ
る
と
、
そ
の
表
題
は
「
養

　
子
ノ
制
布
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
、
と
あ
る
が
、
こ
の
表
題
に
は
疑
問
が
あ
る
。

　
筆
者
は
、
「
養
子
ノ
禁
布
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た

　
い
。
「
民
法
之
骨
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
三
好
の
言
葉
の
中
に
は
、
明
ら
か

　
に
「
此
れ
養
子
の
禁
、
速
や
か
に
布
か
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
」
な

　
る
一
節
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
共
存
雑
誌
」
第
一
二
號
は
未
見
に
厨

　
す
る
こ
と
ゆ
え
、
断
定
は
控
え
た
い
。

（
B
）
　
手
塚
論
丈
・
五
五
頁
。

（
皿
）
　
博
丈
館
よ
り
、
明
治
二
十
八
年
一
月
創
刊
さ
れ
た
。
「
日
本
大
家
論

　
集
」
が
登
展
的
解
消
し
た
も
の
で
あ
る
。
，
癒
お
、
瀬
沼
茂
樹
「
太
陽
」
丈

　
學
第
二
三
巻
七
號
七
〇
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
⑳
）
　
手
塚
論
丈
・
五
九
頁
以
下
。

（
盟
）
　
手
塚
論
文
・
六
〇
頁
。



　
　
　
　
　
　
　
大

以
上
は
、
筆
者
の
蒐
集
し
え
た
董
†
の
養
子
論
を
、
た
だ
年
代
を
お
つ
て
列

記
し
た
の
み
で
あ
り
、
な
ん
ら
麗
系
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
手
塚

数
授
が
叢
表
さ
れ
た
諸
資
料
と
、
本
稿
に
お
け
る
そ
れ
と
を
合
せ
て
み
る
ζ
と

に
よ
つ
て
、
お
の
ず
か
ら
明
治
前
期
の
養
子
制
度
論
に
關
す
る
動
向
の
一
臨
面

が
看
取
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
つ
て
い
る
。

論
棚
鰯
騨
鰻
臓
羅
難
艶
箋
鞍
蘇

が
、
浮
臓
敏
授
は
資
料
の
完
備
を
侯
つ
て
、
ふ
た
た
び
將
來
の
報
告
を
期
し
て

お
ら
れ
る
。
そ
の
研
究
に
期
待
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
た
だ
資
料
の
紹
介
の
み
に

と
ど
め
た
い
。

　
（
工
）
　
明
治
民
法
施
行
後
に
お
い
て
、
養
子
反
封
論
を
唱
え
た
数
少
い
學
者

　
　
の
ひ
と
り
と
し
て
、
岡
村
司
博
士
か
あ
げ
ら
れ
る
。
明
治
三
十
六
年
六
月
、

　
　
「
明
治
法
學
」
第
匠
七
號
輔
二
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
た
岡
村
博
士
の
「
理
想

　
　
的
親
族
」
は
、
養
子
制
度
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
國
古
來
の
「
家
」
制
度
に

　
　
果
敢
な
挑
戦
を
試
み
た
楚
に
注
目
す
ぺ
き
論
考
で
あ
る
。
す
で
に
こ
れ
に

　
　
つ
い
て
は
、
手
塚
敦
授
の
「
家
族
制
度
否
認
論
の
先
騒
！
岡
村
司
博
士

　
　
の
『
理
想
的
親
族
』
に
就
い
て
ー
」
紹
濟
第
二
巻
一
〇
號
二
九
頁
以
下

　
　
　
（
昭
和
二
三
年
）
が
あ
り
、
詳
し
い
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、
岡
村
博
士
の
浩
翰
な
る
著
作
「
民
法
競
族
編
」
（
登
行
年
代
不

　
　
詳
。
大
正
初
年
と
推
定
さ
れ
る
）
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
養
子
否
認

　
　
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
o

　
（
2
）
　
　
手
塚
塾
鵬
丈
・
山
ハ
ニ
頁
。

　
　
　
　
朝
治
前
期
に
お
け
る
養
子
諭

（
3
）
　
手
塚
論
丈
・
六
二
頁
。

後
記
　
　
植
木
枝
盛
に
つ
い
て
、
家
永
三
郎
搏
士
よ
り
懇
切
な
る
示
教
を

　
た
ま
わ
り
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
に
關
し
て
、
東
京
大
學
明
治
丈
庫
．

　
西
田
長
壽
氏
の
高
配
に
あ
ず
か
つ
た
。
こ
こ
に
特
記
し
て
、
深
厚
な
る

　
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
な
お
、
本
稿
は
、
本
塾
學
事
振
興
贅
金
に
も
と
づ
く
研
究
の
一
部
で

　
あ
る
。

追
記
　
　
本
稿
腕
稿
後
、
養
子
論
に
關
す
る
二
・
三
の
新
資
料
に
接
す
る

　
機
會
を
え
た
。
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
、
と
思
つ
て
い
る
。

当
盤

（
六
二
）


